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   Ｇ０６Ｔ   1/00     (2006.01)
【ＦＩ】
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【誤訳訂正書】
【提出日】平成31年2月13日(2019.2.13)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
基台と、
　前記基台に支持されたアイリス撮影アセンブリと、
　前記基台に支持されるとともに前記アイリス撮影アセンブリと電気通信するプロセッサ
と、
　前記基台に支持されるとともに前記プロセッサにより読み取り可能な非一時的な記憶媒
体であって、前記プロセッサによって実行可能な複数の命令であって、自機に：
　　　前記アイリス撮影アセンブリによって、捕捉区域で検出された被験体の目のアイリ
スの部分を少なくとも描出するアイリス画像を撮影し；
　　　前記プロセッサによって、前記撮影したアイリス画像を示すデータと参照アイリス
データとを比較し；
　　　前記プロセッサによって、前記撮影したアイリス画像を示す前記データと前記参照
アイリスデータとの前記比較結果にもとづいて、アイリス一致判定結果を示す信号を出力
する；
　動作をさせるための複数の命令を記憶した非一時的な記憶媒体と、
　を備え、
　前記アイリス撮影アセンブリは、照明部と撮影部とを備え、
　前記命令は、
　焦点スイープ技術を用いて、前記照明部のパルス照明と前記撮影部のアイリス画像撮影
とを実質的に同期させるように実行可能な命令である、
　虹彩生体認識モジュール。
【請求項２】
前記捕捉区域は、グランドプレーンから３フィートから４フィートの範囲の垂直高さを有
する領域を含む、
　請求項１記載の虹彩生体認識モジュール。
【請求項３】
前記命令は、
　自機に、前記被験体が動いている間に前記アイリス画像を撮影させ、このアイリス画像
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を示すデータと前記参照アイリスデータとを比較させ、この比較にもとづいて、アイリス
一致判定結果を示す信号を出力させるように実行可能である、
　請求項１または２に記載の虹彩生体認識モジュール。
【請求項４】
前記アイリス撮影アセンブリは、狭視野撮影部を備え、
　前記命令は、
　前記被験体の目のアイリスに焦点をあわせるよう前記挟視野撮影部を設定するように実
行可能である、
　請求項１または２に記載の虹彩生体認識モジュール。
【請求項５】
前記アイリス撮影アセンブリは、前記基台に対して枢動可能に接続され、
　前記命令は、
　前記アイリス撮影アセンブリが基台に対して枢動させるように実行可能である、
　請求項１または２に記載の虹彩生体認識モジュール。
【請求項６】
前記アイリス撮影アセンブリは、広視野撮影部を備え、
　前記命令は、
　前記広視野撮影部に、前記被験体の顔を検出させ、グランドプレーンに対する前記被験
体の前記顔の位置を推定させ、この推定した位置にもとづいて、前記アイリス撮影アセン
ブリの枢動量を決定させるように実行可能である、
　請求項５記載の虹彩生体認識モジュール。
【請求項７】
基台と、
　前記基台に支持されたアイリス撮影サブシステムと、
　前記基台に支持されるとともに前記アイリス撮影サブシステムと電気通信するプロセッ
サと、
　前記基台に支持されるとともに前記プロセッサにより読み取り可能な非一時的な記憶媒
体であって、前記プロセッサによって実行可能な複数の命令であって、自機に：
　　　捕捉区域の被験体の目のアイリスの画像を撮影し；
　　　前記撮影したアイリス画像を示すデータと参照アイリスデータとを比較し；
　　　アイリス一致判定結果を示す信号を出力する；
　動作をさせるための複数の命令を記憶した非一時的な記憶媒体と、
　を備え、
　前記アイリス撮影アセンブリは、照明部と撮影部とを備え、
　前記命令は、
　焦点スイープ技術を用いて、前記照明部のパルス照明と前記撮影部のアイリス画像撮影
とを実質的に同期させるように実行可能な命令である、
　虹彩生体認識モジュール。
【請求項８】
前記アイリス撮影サブシステムは、前記基台に支持されたアイリス撮影アセンブリを備え
た、
　請求項７記載の虹彩生体認識モジュール。
【請求項９】
前記アイリス撮影アセンブリは、
　赤外アイリス照明アセンブリと、このアイリス照明アセンブリに隣接する狭視野撮影部
と、を備えた、
　請求項８記載の虹彩生体認識モジュール。
【請求項１０】
前記赤外アイリス照明アセンブリは、複数の赤外発光ダイオードを備えた、
　請求項９記載の虹彩生体認識モジュール。
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【請求項１１】
前記赤外発光ダイオードと前記狭視野撮影部との間に配設されたバッフル、
　をさらに備えた、
　請求項１０記載の虹彩生体認識モジュール。
【請求項１２】
前記赤外アイリス照明アセンブリの前記赤外発光ダイオードを覆うディフューザ、
　をさらに備えた、
　請求項１１記載の虹彩生体認識モジュール。
【請求項１３】
前記赤外アイリス照明アセンブリは、第１の配置で配置された赤外発光ダイオードおよび
第２の配置で配置された赤外発光ダイオードを備え、
　前記狭視野撮影部は、前記第１の配置の発光ダイオードと前記第２の配置の発光ダイオ
ードの間に配設された、
　請求項９ないし１２のいずれか１項に記載の虹彩生体認識モジュール。
【請求項１４】
前記アイリス撮影アセンブリは、前記狭視野撮影部に隣接する合図用照明部をさらに備え
た、
　請求項９ないし１２のいずれか１項に記載の虹彩生体認識モジュール。
【請求項１５】
前記アイリス撮影アセンブリは、前記基台に対して枢動可能に接続された、
　請求項９ないし１２のいずれか１項に記載の虹彩生体認識モジュール。
【請求項１６】
前記アイリス撮影アセンブリに対して枢動可能に連結されたモータ、
　をさらに備えた、
　請求項１５記載の虹彩生体認識モジュール。
【請求項１７】
前記アイリス撮影サブシステムは、
　前記基台に支持されたアイリス撮影アセンブリと、前記基台に支持された顔撮影アセン
ブリと、を備えた、
　請求項７、８、９、１０、１１、１２、１６のいずれか１項に記載の虹彩生体認識モジ
ュール。
【請求項１８】
前記顔撮影アセンブリは、
　赤外顔照明アセンブリと、前記赤外顔照明アセンブリに隣接する広視野撮影部と、を備
えた、
　請求項１７記載の虹彩生体認識モジュール。
【請求項１９】
前記赤外顔照明アセンブリは、
　凹形状の取り付け基台に支持された複数の赤外発光ダイオードを備えた、
　請求項１８記載の虹彩生体認識モジュール。
【請求項２０】
前記顔撮影アセンブリは、前記アイリス撮影アセンブリに隣接し、
　前記アイリス撮影アセンブリは、前記基台に対して枢動可能に接続され、
　前記顔撮影アセンブリは、前記基台に対して枢動不可に接続された、
　請求項１７記載の虹彩生体認識モジュール。
【請求項２１】
前記顔撮影アセンブリおよび前記アイリス撮影アセンブリは、単一の撮影デバイスに構成
された、
　請求項１７記載の虹彩生体認識モジュール。
【請求項２２】
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機械可読な１以上の非一時的な記憶媒体と、この１以上の機械可読な非一時的な記憶媒体
で具体化されたアイリス画像撮影モジュールと、アイリス画像処理およびマッチングモジ
ュールと、を含む複数のモジュールを備え、
　前記アイリス画像撮影モジュールは、
　　　顔撮影部により、前記顔撮影部の視野によって少なくともその一部が定義される捕
捉区域内に存在する人の顔を検出し、
　　　前記捕捉区域内の前記人の顔が検出されると、前記検出された人の顔のアイリスと
アイリス撮影部のレンズとを位置合わせし、
　　　前記アイリスを照明する照明部を駆動し、
　　　前記アイリスの複数のデジタル画像を生成するよう前記アイリス撮影部を駆動する
とともに、前記捕捉区域を通して前記複数のデジタル画像を迅速に連続して撮影するよう
、前記照明部は前記アイリス撮影部のフレームレートと同期して前記アイリスの照明を変
化させるように動作され、
　前記アイリス画像処理およびマッチングモジュールは、
　　　マッチング用に１以上の前記アイリス画像を選択し、
　　　前記選択したアイリス画像のそれぞれから利用可能な部分を抽出し、
　　　前記選択したアイリス画像のそれぞれから抽出した部分と参照アイリス画像とを比
較し、
　　　前記選択したアイリス画像から抽出した部分と前記参照アイリス画像との比較結果
に応じて、アクセス制御機構を動作させ、
　前記複数のモジュールの少なくとも１つは、
　焦点スイープ技術を用いて、前記照明部のパルス照明と前記撮影部のアイリス画像撮影
とを実質的に同期させる、
　虹彩生体アクセス制御システム。
【請求項２３】
前記アイリス画像撮影モジュールは、
　モータを駆動することにより、前記検出された人の顔のアイリスとアイリス撮影部とを
位置合わせする、
　請求項２２記載の虹彩生体アクセス制御システム。
【請求項２４】
前記アイリス画像撮影モジュールは、
　前記アイリスの前記複数のデジタル画像を生成するよう、前記照明部および前記アイリ
ス撮影部を実質的に同期させて駆動する、
　請求項２２または２３に記載の虹彩生体アクセス制御システム。
【請求項２５】
筐体と、
　前記筐体に支持されたドアロック機構と、
　前記筐体に支持され、前記ドアロック機構と通信するアイリス生体認識モジュールと、
　を備え、
　アイリス生体認識モジュールは、
　　　その視野によって少なくともその一部が定義される捕捉区域内に存在する人の顔を
検出し、
　　　前記検出された人の顔のアイリスとアイリス撮影部のレンズとを位置合わせし、
　　　前記アイリスを照明する照明部を駆動し、
　　　前記アイリスの複数のデジタル画像を生成するとともに、前記捕捉区域を通して前
記複数のデジタル画像を迅速に連続して撮影するよう、前記照明部は前記アイリス撮影部
のフレームレートと同期して前記アイリスの照明を変化させるように動作され、
　　　マッチング用に１以上の前記アイリス画像を選択し、
　　　前記選択したアイリス画像のそれぞれから利用可能な部分を抽出し、
　　　前記選択したアイリス画像のそれぞれから抽出した部分と参照アイリス画像とを比
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較し、
　　　前記選択したアイリス画像から抽出した部分と前記参照アイリス画像との比較結果
に応じて、前記ドアロック機構を動作させ、
　　　焦点スイープ技術を用いて、前記照明部のパルス照明と前記撮影部のアイリス画像
撮影とを実質的に同期させる、
　ドアロックアセンブリ。
【請求項２６】
前記筐体に結合されたカバーを備え、
　前記カバーと前記筐体によって内部領域が定義され、
　前記アイリス生体認識モジュールは前記内部領域に設けられる、
　請求項２５記載のドアロックアセンブリ。
【請求項２７】
前記カバーは、前記アイリス生体認識モジュールに隣接する位置に窓を備え、
　前記窓は、赤外光を透過する材料により形成された、
　請求項２６記載のドアロックアセンブリ。
【請求項２８】
前記アイリス生体認識モジュールは電源を備え、
　アイリス撮影アセンブリと、このアイリス撮影アセンブリと通信するアイリス撮影部制
御モジュールと、は前記電源から電力を供給される、
　請求項２５ないし２７のいずれか１項に記載のドアロックアセンブリ。
【請求項２９】
枢動支持部と、
　前記枢動支持部と枢動可能に連結された電気モータと、
　を備え、
　前記アイリス生体認識モジュールは、前記枢動支持部により支持される、
　請求項２８記載のドアロックアセンブリ。
【請求項３０】
前記アイリス撮影アセンブリは、
　赤外照明部と、この赤外照明部に隣接する狭視野撮影部と、を備えた、
　請求項２８記載のドアロックアセンブリ。
【請求項３１】
前記アイリス撮影アセンブリは、
　前記赤外照明部と前記狭視野撮影部との間に配設されたバッフルを備えた、
　請求項３０記載のドアロックアセンブリ。
【請求項３２】
前記筐体に支持された顔撮影アセンブリ、
　をさらに備え、
　前記顔撮影アセンブリは、
　広視野撮影部と、前記広視野撮影部に隣接する赤外照明部とを備えた、
　請求項２８記載のドアロックアセンブリ。
【請求項３３】
前記筐体に支持された電源、
　をさらに備え、
　前記電源は、
　前記ドアロック機構および前記アイリス生体認識モジュールと動作可能に接続された、
　請求項２５記載のドアロックアセンブリ。
【請求項３４】
前記筐体に支持されたハンドル、
　をさらに備え、
　前記ハンドルは、前記ドアロック機構に動作可能に接続された、
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　請求項２５、２６、２７、２９、３０、３１、３２、３３のいずれか１項に記載のドア
ロックアセンブリ。
【請求項３５】
ドアロックアセンブリにより実行される、アイリス生体認識に応じたドアロックの動作方
法であって、
　被験体が前記ドアロックに近づいてくることを検出するステップであって、前記被験体
が前記ドアロックに近づいてくる間に、
　　　前記被験体の顔の位置を決定するよう顔撮影アセンブリを動作させるステップと、
　　　前記被験体の眼のアイリスを照明する照明部を駆動し、
　　　迅速に連続して複数のアイリス画像を撮影するようアイリス撮影アセンブリを動作
させるステップであって、前記照明部は前記アイリス撮影アセンブリのフレームレートと
同期して前記アイリスの照明を変化させるように動作され、前記複数のアイリス画像のそ
れぞれのアイリス画像は前記被験体の前記アイリスの部分を少なくとも描出したものであ
るステップと、
　　　前記複数のアイリス画像からアイリス画像を選択するステップと、
　　　前記選択されたアイリス画像の少なくとも一部分と参照画像とを比較するステップ
と、
　を含む前記被験体が前記ドアロックに近づいてくることを検出するステップと、
　前記選択されたアイリス画像の少なくとも一部分と参照画像との比較結果に応じて前記
ドアロックを動作させるステップと、
　を有し、
　さらに、
　焦点スイープ技術を用いて、前記照明部のパルス照明と前記撮影部のアイリス画像撮影
とを実質的に同期させるステップを有する方法。
【請求項３６】
前記顔撮影アセンブリを動作させるステップは、
　前記顔撮影アセンブリの赤外照明部を動作させるステップと、
　前記顔撮影アセンブリの広視野撮影部を動作させるステップと、
　を有する、
　請求項３５記載の方法。
【請求項３７】
前記アイリス撮影アセンブリを動作させるステップは、
　前記アイリス撮影アセンブリの複数の赤外照明部の動作と、前記アイリス撮影アセンブ
リのアイリス撮影部の動作と、を連係させるステップである、
　請求項３５記載の方法。
【請求項３８】
前記ドアロックから少なくとも約４５ｃｍ離れた範囲で前記被験体が検出されたことに応
じて前記顔撮影アセンブリを動作させるステップをさらに有する、
　請求項３５記載の方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】虹彩生体認識モジュールおよびアクセス制御アセンブリ
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、出願日２０１３年１０月８日の米国仮特許出願第６１／８８８，１３０を基
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礎として、この出願から優先の利益を享受する。本出願は、この出願を参照することで、
同出願の内容の全てを含む。
【背景技術】
【０００２】
　多くの従来の虹彩（アイリス）認識ベースの生体認識デバイスは、アイリス生体解析の
要求を満たすよう、アイリス画像撮影に対して厳しい条件を課する。たとえば、多くの従
来のデバイスは、明瞭で正面から見込んだアイリス画像しか利用できない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来のデバイスでは、この種の画像を取得するために、被験体は一般に、静止していな
ければならないとともにアイリス画像撮影デバイスの非常に近くに位置していなければな
らない。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の一実施形態に係る虹彩生体認識モジュールは、上述した課題を解決するために
、基台と、前記基台に支持されたアイリス撮影アセンブリと、前記基台に支持されるとと
もに前記アイリス撮影アセンブリと電気通信するプロセッサと、前記基台に支持されると
ともに前記プロセッサにより読み取り可能な非一時的な記憶媒体を備えたものである。記
憶媒体には、前記プロセッサによって実行可能な複数の命令であって、自機に：前記アイ
リス撮影アセンブリによって、自機から少なくとも約４５ｃｍ離れた領域を含む捕捉区域
で検出された被験体の目のアイリスの部分を少なくとも描出するアイリス画像を撮影し；
前記プロセッサによって、前記撮影したアイリス画像を示すデータと参照アイリスデータ
とを比較し；前記プロセッサによって、前記撮影したアイリス画像を示す前記データと前
記参照アイリスデータとの前記比較結果にもとづいて、アイリス一致判定結果を示す信号
を出力する；動作をさせるための複数の命令が記憶される。
【０００５】
　本開示は、図面とともに例として示すものであって何らの限定をするものではない。図
面は、それぞれ単独であるいは複数の組合せによって、１以上の実施形態を例示する。図
面で例示したエレメントは、正確な寸法で描かれているとは限らない。同一または類似の
エレメントには、図面間で同一符号を繰り返し付す場合がある。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】プリプロセッサを含む生体アイリスマッチング用アイリスプロセッサの少なくと
も１つの実施形態を示す簡略的なブロック図。
【図２】図１に示すアイリスプロセッサのプリプロセッサの少なくとも１つの実施形態を
示す簡略的なブロック図。
【図３Ａ】瞳孔とアイリスの強度に対するカメラ照明の効果を示す簡略的なプロットグラ
フ。
【図３Ｂ】図２に示すプリプロセッサの動作結果を示す図。
【図３Ｃ】代替画像を用いて図２に示すプリプロセッサの他の動作結果を示す図。
【図３Ｄ】さらなる代替画像を用いて図２に示すプリプロセッサのさらなる他の動作結果
を示す図。
【図４Ａ】図１に示すアイリスプロセッサにより実行され得るエッジ検出方法の少なくと
も１つの実施形態を示す簡略的なフロー図。
【図４Ｂ】瞳孔輪郭曲線候補の一例を示す簡略図。
【図４Ｃ】図１に示すアイリスプロセッサにより実行され得る角膜歪み補正方法の少なく
とも１つの実施形態を示す簡略的なフロー図。
【図４Ｄ】縮小補正の結果を示す簡略図。
【図５】コード化プロセッサの少なくとも１つの実施形態を示す簡略的なブロック図。
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【図６】多重分解能アイリスコードの少なくとも１つの実施形態の一例を示す簡略図。
【図７】マッチングプロセッサの少なくとも１つの実施形態を示す簡略的なブロック図。
【図８】図７に示すマッチングプロセッサにより実行され得るアイリスコードマッチング
処理の少なくとも１つの実施形態の一例を示す簡略図。
【図９】アイリスコードの流動場（流れ場）を推定するための粗密アルゴリズムの概略的
な説明図。
【図１０】２つのアイリスコード間の流動場の推定方法の少なくとも１つの実施形態を説
明するための簡略的なフロー図。
【図１１】２つのアイリスコード間の流動場の推定方法の少なくとも１つの実施形態を説
明するための簡略的なフロー図。
【図１２】図１に示すアイリスプロセッサを実現するコンピュータシステムの少なくとも
１つの実施形態の概略図。
【図１３】ある動作シナリオ例における図１に示すアイリスプロセッサの少なくとも１つ
の実施形態を示す図。
【図１４】ある動作環境例における、アイリス生体認識対応のアクセス制御アセンブリの
少なくとも１つの実施形態の簡略外観図。
【図１５】アイリス生体認識モジュールの少なくとも１つの実施形態を含み、アクセス制
御構造の切り捨て部分との関係を示す、図１４に示すアクセス制御アセンブリの簡略的な
分解斜視図。
【図１６】図１５に示すアイリス生体認識モジュールの簡略的な組み立て斜視図。
【図１７】図１６に示すアイリス生体認識モジュールの分解斜視図。
【図１８】図１４に示すアクセス制御アセンブリの環境下における、アイリス生体認識モ
ジュールとアクセス制御モジュールの構成要素を示す概略図。
【図１９】図１４に示すアクセス制御アセンブリの１以上の構成要素により実行され得る
アイリス生体認識対応のアクセス制御方法の少なくとも１つの実施形態を示す簡略的なフ
ロー図。
【図２０】アイリス生体認識モジュールを含むシステムの少なくとも１つの実施形態を示
す簡略的なブロック図。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本開示の概念は様々な変更や置き換えが可能である。以下、図面を参照して実施の形態
について詳細に説明する。本開示は、発明の範囲を限定することを意図したものではなく
、むしろ、本開示と添付の請求項に矛盾しない変更や均等物、置換物の全てをカバーする
ことを意図している。
【０００８】
　図１－１３は、２０１３年１２月９日出願の米国特許出願第１４／１００，６１５に開
示された主題に関連する。本出願は、この出願を参照することで、同出願の内容の全てを
含む。
【０００９】
　図１は、本発明の実施形態に係る生体アイリスマッチング用のアイリスプロセッサ１０
０のブロック図である。アイリスプロセッサ１００は、プリプロセッサ１０２、コード化
プロセッサ１０４およびマッチングプロセッサ１０６を含む。アイリスプロセッサ１００
は、入力としてたとえば入力画像１０１を受け、一致アイリス１０８をリモートまたはロ
ーカルのデータベースから出力する。当業者であれば、このデータベースは、インターネ
ット接続を介して直接にアクセスされる「クラウド」サービスなどでもよいことは自明で
ある。プリプロセッサ１０２、コード化プロセッサ１０４およびマッチングプロセッサ１
０６は、単一のデバイス上で実行されてもよいし、アイリスプロセッサ１００を囲む破線
で示すように、異なるデバイス、サーバ、クラウドサービスなどで実行されてもよい。ア
イリスプロセッサ１００はモジュールであってもよく、各プロセッサはたとえば単一のデ
バイスまたは複数のデバイスで実行され、あるいはクラウド上のサービスとして実行され
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てもよい。たとえばプリプロセッサ１０２、コード化プロセッサ１０４およびマッチング
プロセッサ１０６のいずれの構成要素も、互いに独立に実行されあるいは互いに独立に利
用される。
【００１０】
　本発明の一実施形態によれば、入力画像１０１は赤外線画像であり、アイリスプロセッ
サ１００に接続された赤外線撮影デバイス（図１に図示せず）によって撮影される。赤外
線撮影デバイスとしては、当業者に知られているあらゆる種類の赤外線撮影デバイスを用
いることができる。他の例としては、入力画像１０１は、赤、緑、青（ＲＧＢ）画像など
であってもよい。入力画像１０１には、少なくとも部分的に視認可能なアイリスと瞳孔を
もつ目が含まれ、アイリスプロセッサ１００は、この目と、ローカルまたはリモートの目
画像のデータベース内の目画像のアイリスとの照合を試みる。一実施形態によれば、アイ
リスは、２つのコード化されたアイリス画像間のハミング距離にもとづいて照合される。
【００１１】
　最初に、入力画像１０１はプリプロセッサ１０２によって処理される。プリプロセッサ
１０２は、入力画像１０１中のアイリスを分割して正規化する。入力画像１０１では、ア
イリス／瞳孔およびアイリス／強膜の様々なコントラストや、小さい開眼領域のほか、ア
イリスが正面に向いていない場合もある。プリプロセッサ１０２による処理の結果、明確
に描かれたアイリス境界線と、擬似的に正面を向くよう合成された修正アイリス画像が得
られる。たとえば、入力画像１０１中のアイリスが上下左右に回転している場合、プリプ
ロセッサ１０２は、入力画像１０１のアイリスをあたかも正面に位置するかのように合成
する。同様に、入力画像１０１の斜めや回転した瞳孔には、正面に位置した瞳孔が合成さ
れる。
【００１２】
　コード化プロセッサ１０４は、一様とはいえない解像度、線質および焦点の状態などの
、入力画像１０１に含まれるアイリスの構造的な情報が、ロバストに表わされるように、
所定の空間スケール範囲でプリプロセッサ１０２によって生成されたアイリス画像のアイ
リス情報を解析し、コード化する。生じるコードの情報量は、入力画像１０１の特性に依
存して変わる。コード化プロセッサ１０４によって生成された入力画像１０１を表わすコ
ードによって、空間的な内挿が可能となり、マッチングプロセッサ１０６によるアイリス
コード調整が容易となる。
【００１３】
　コード化プロセッサ１０４から出力されるコードは、マッチングプロセッサ１０６に与
えられる。マッチングプロセッサ１０６は、プリプロセッサ１０２によるアイリス画像の
正規化の限界を補うために、記憶されたアイリス画像と入力画像１０１から得られたアイ
リスコードとの間のアイリス構造情報の束縛アクティブアライメントを組込む。マッチン
グプロセッサ１０６は、コード化プロセッサ１０４によって生成されたコードの推定残留
歪みにもとづいて、生成されたコードと記憶されたアイリスコードテンプレートとが一致
するようにコードの局所シフト処理またはワーピングを行なうことにより、アラインメン
トを行なう。いくつかの実施形態では、アラインメントを行なうために「バレルシフト」
アルゴリズムが用いられる。この結果、構造的な対応関係が登録されて、マッチングプロ
セッサ１０６は、マッチが存在するかどうか判断するためにアライメントしたコードを比
較する。マッチが見つかると、マッチングプロセッサは一致アイリスデータ（matched ir
is data）１０８を返す。
【００１４】
　一致アイリスデータ１０８は、多くの場面に適用する事ができ、たとえば、金融取引に
おける認可に利用されてもよい。プリプロセッサ１０２は、携帯電話、カメラ、タブレッ
トなどのモバイルデバイス上で実行されるアプリケーションであってもよい。モバイルデ
バイス上のプリプロセッサ１０２は、たとえばデバイスのカメラを使用してユーザの目の
画像を撮影し、モバイルデバイス上でプリプロセッシングを行ない、次に、コード化プロ
セッサ１０４に対してバンドルされ暗号化されたリクエストを送信するとよい。このリク
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エストは、たとえば金融機関のリモートサーバー上のクラウドサービスを介してアクセス
されてもよい。他の実施形態では、モバイルデバイスのアプリケーションにはさらに、コ
ード化プロセッサ１０４を含み、アイリスのコード化をモバイルデバイス上で行なっても
よい。いくつかの実施形態では、プリプロセッサ１０２が自動預金受払機（ＡＴＭ）と協
働し、ユーザのアイリスがスキャンされてプリプロセッサ１０２による処理を経て、ユー
ザが認証されてもよい。また、プリプロセッサ１０２はＡＴＭのソフトウェアとして存在
してもよい。また、サーバに存在するプリプロセッサ１０２でプリプロセッシングを実行
するためにＡＴＭがカメラで撮影した画像をサーバに与えてもよい。
【００１５】
　コード化プロセッサ１０４は、マッチングプロセッサ１０６に送信されるアイリスコー
ドを生成する。マッチングプロセッサ１０６は、金融機関のサーバ上でホスト化されても
よいし、あるいは、ユーザのアイリス画像にもとづくユーザ認証を複数の金融機関に利用
可能に提供するリモートの第三者のサービスであってもよい。一旦ユーザが認証されれば
、金融取引はユーザと金融機関の間で実行されうる。同様に、アイリスプロセッサ１００
は、たとえばソーシャルネットワークやメッセージングサービスなどにサインインする場
合など、様々な場面でユーザ認証に利用されうる。
【００１６】
　アイリスプロセッサ１００は、たとえばアイリス識別にもとづいてマーケティングデー
タを収集してターゲットを絞るために用いられてもよい。たとえば、食料雑貨店の消費者
を検出し、この消費者のアイリスをローカルまたはリモートのデータベースに記憶させて
おく。この消費者がこの店か、あるいはこの店と関連のある店であってアイリス情報を共
有している店に再び訪れると、アイリス検出と注視トラッキングによって、店は、この消
費者がよく買うものは何か、よく閲覧するものは何かなどの消費者のプロファイルを構築
することができる。これらのマーケティングプロファイルは、店自身がプロダクトプレイ
スメントの際に利用してもよいし、あるいはマーケティングデータとして第三者のマーケ
ティングサービスによって利用されてもよい。他の実施形態では、カスタマー・プロファ
イルは識別情報と一致させることができる。この場合、消費者が使用するウェブサイトが
この店が広告を出しているウェブサイトである場合や、アイリスデータにアクセスできる
ウェブサイトである場合は、ウェブサイトは消費者を識別して、消費者に的を絞ったマー
ケティングを行なう。
【００１７】
　アイリスプロセッサ１００は、携帯電話デバイスのユーザの認証に用いられて、位置情
報データなどと協働して携帯電話デバイスが盗まれたか否かを判定してもよい。この実施
形態では、万が一デバイスが盗まれて他人に使用されることを防ぐために、携帯電話デバ
イスの購入に際して、ユーザのアイリス情報に基づいてデバイスにユーザの識別情報を「
刻み込んで」おいてもよい。認可処理は職場や個人的な環境に拡張することもできる。こ
ういった場面では、アイリスプロセッサ１００は、認可されたユーザまたは検知されたユ
ーザが特定の場所への入場を許可されているか否かを判定するために利用されてもよい。
たとえば、情報管理のしっかりした職場環境では、写真をとることは大多数の従業員に対
して禁止される一方で、認可された従業員に対してはこの禁止を無効としてカメラ利用を
可能にできる。この場合、従業員の携帯型デバイスは従業員の画像を撮影するために用い
られ、アイリスプロセッサ１００は、この従業員が認可されていることを示す従業員プロ
ファイルを抽出するために、従業員のアイリスのマッチングを行なう。
【００１８】
　医療分野では、アイリスプロセッサ１００は、薬や器具などの特定の医療資源に近づく
人が、これらの資源に近づくことが許されるかどうか判断するために使用されてもよい。
アイリスプロセッサ１００は、この録画装置は、医療用キャビネットに近づく者のビデオ
を撮影する録画装置と結び付けることができ、この近づく者が医療用キャビネットから医
療資源をとることが認められているかを判定することができる。
【００１９】
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　アイリスプロセッサ１００は、財源に制限のある小さな会社でセキュリティシステムお
よび認証装置として使用されてもよい。電気／機械的な施錠システムにカメラその他の画
像撮影デバイスを単に接続するだけで、会社は、ドア、オフィス、地下室などへのアクセ
スを認可された人に限定することができる。コード化プロセッサ１０４によって生成され
たアイリスコードは、たとえば、航空会社搭乗券を認可するために使用することができる
。旅行（航空会社、列車、バスなど）のチケット購入時に、コード化プロセッサ１０４は
、購入者のアイリスコードを生成し、搭乗券に刷り込み用のアイリスコードを保存してお
く。旅行者が飛行機、バス、または列車に乗るとき、旅客輸送会社は、搭乗券を提示して
いる旅行者から生成したアイリスコードと搭乗券上のアイリスコードとを一致させるため
にマッチングプロセッサ１０６を起動するとよい。マッチした場合、旅行者はバス、列車
または飛行機に乗ることを許可される。
【００２０】
　図２は、本発明の一実施形態に係るアイリスプロセッサ１００のプリプロセッサのブロ
ック図である。プリプロセッサは、入力画像１０１を受け、修正アイリス画像２２０を出
力する。修正アイリス画像２２０は、周囲の照明状況、一様ではない照明配置、狭い開眼
領域、提示角度（傾斜）などのような制御できない撮影シナリオのために修正する。修正
アイリス画像２２０は、様々な不一致のために修正する。
【００２１】
　プリプロセッサ２００は、分割部（セグメンテーション部）２０２および補正部２０４
を含む。分割部２０２はさらに瞳孔分割部２０６、アイリス分割部２０８およびエッジ検
出部２０９を含む。分割部２０２は、低コントラストな瞳孔とアイリス境界線を正すよう
入力画像を修正する。その後、分割部２０２によって生成された画像は、さらなる補正用
の補正部２０４に与えられる。補正部２０４は、チルト補正部２１０および角膜補正部２
１２を含む。分割部２０２の詳細について後述する。
【００２２】
　図３Ａは、照明配置が異なることにより瞳孔の見え方が変わることを示している。図３
Ａには、瞳アイリス強度差を、距離の関数（たとえば、１メートルおよび２メートル）、
瞳孔サイズの関数（たとえば、２．４ｍｍおよび４．０ｍｍ）、およびカメラ／照明間距
離の関数（たとえば、６～１６ｃｍ）として示した。カメラ／照明器間の距離が増加する
と、瞳孔－アイリス強度差は減少する。瞳孔のコントラストは、照明器の配置位置の関数
および瞳孔直径の関数としても大幅に変化するように、カメラと被験体との距離の関数と
しても大幅に変化する。距離に応じた変化は、照明器とカメラ軸との角距離が、短い距離
（たとえば１ｍ程度）では長い距離に比べて大きいことが原因である。照明器とカメラ軸
が接近するほど、網膜で反射した光がより多く瞳孔を通過してカメラのレンズによってと
らえられてしまう。これは、通常の写真では赤目の原因となり、赤外線写真では瞳孔が高
輝度化する原因となる。典型的な照明器は、２００６年１月１９日出願の発明者Mateyに
よる米国特許第７，５４２，６２８号明細書の「Method and Apparatus for Providing S
trobed Image Capture」、および２００９年４月２４日出願の発明者Mateyによる米国特
許第７，６５７，１２７号明細書の「Method and Apparatus for Providing Strobed Ima
ge Capture」に記載されている。本出願は、これらの出願を参照することで、これらの出
願の内容の全てを含む。
【００２３】
　分割部２０２および補正部２０４は、ターゲットマーケティング、店などの消費者トラ
ッキングで、医療分野で、たとえば使用されてもよい。図２、図３Ａ－３Ｄを参照して説
明するように、たとえば、瞳孔およびアイリス挿入は、人がかかりうる疾病を分析するた
めの診断ツールとして、医療分野でアイリスプロフィルに基づいてプリプロセッサ１２０
によって行なわれてもよい。
【００２４】
　図３Ｂは、本発明の典型的な実施形態に従って一致するアイリスおよび瞳孔境界の例を
示す。いくつかの実施形態によれば、アイリス直径はアイリス分割部２０８によって正規
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化される。サイズ正規化は、画像を撮影するカメラのオートフォーカスのセッティングに
由来した範囲推定を使用して行なわれる。画像３００は、瞳孔分割部２０６によって計算
された瞳孔境界３０４を示す。その後、瞳孔分割部２０６は画像３００中の瞳孔境界３０
４に人工の暗い瞳孔を挿入する。その後、画像３００はアイリス分割部２０８に与えられ
てアイリス分割部２０８によりアイリス境界が計算される。図３Ｃおよび３Ｄは、挿入さ
れた人工瞳孔およびアイリス境界の例を示す。図３Ｃにおいて、入力画像３２０はプリプ
ロセッサ２００に与えられる。その後、瞳孔境界領域３２６を計算するために、入力画像
３２０は瞳孔分割部２０６によって分けられる。その後、瞳孔セグメンテーションモジュ
ールは瞳孔境界領域３２６に黒色の人工瞳孔を挿入する。さらに、傾斜したアイリスおよ
び瞳孔は円となるように曲げられる（ワーピングされる）。瞳孔境界領域３２６の人工瞳
孔の挿入はたとえば、カメラによって捕らえられた画像中の赤い目結果を削除するために
使用されてもよい。分割部２０２は瞳孔とアイリス領域を分けるために使用することがで
きる。また、瞳孔は人工瞳孔の挿入によって赤目が訂正され得る。セグメンテーションと
ワーピングのこのプロセスはより詳細に後述する。
【００２５】
　図３Ｄは同様のプロセスを示すが、画像３５０に示すようにアイリスが下方に向いてい
る点が異なる。瞳孔境界３５６は、画像３５２中のまぶたによって閉塞されるにもかかわ
らずまだ検知される。瞳孔およびアイリスは両方ともセグメンテーションを支援するよう
、円形領域を形成するように曲げられる。瞳孔分割部２０６は画像３５２に黒い盤状の人
工瞳孔を挿入し、アイリス分割部２０８に画像３５２を与える。アイリス分割部２０８は
アイリス境界３５８を決定する。結局、画像３５４に示されるように、アイリスと瞳孔の
境界は様々な照明状況に応じて修正される。ここで部位３６０には人工瞳孔が含まれる。
いくつかの実施形態によれば、人工瞳孔は必ずしも黒い必要はなく、第三者（サードパー
ティ）による虹彩認識ソフトウェアとの適合性に応じた別の適切な色でもよい。
【００２６】
　瞳孔境界（たとえば３０４、３２６、３５６）、およびアイリス境界（アイリス／強膜
境界領域、たとえば３０６、３２８、３５８）は、１つの実施形態によれば、ハフ変換を
使用して計算される。瞳孔分割部２０６およびアイリス分割部２０８は、エッジマップを
生成するためにエッジ検出部２０９を使用してエッジ検出する。エッジマップは、エッジ
コントラストが低い場合を含め、グレースケールの瞳孔のスケールを変化させるために用
いられる。一旦瞳孔分割部２０６がセグメンテーションされた瞳孔領域を決定して瞳孔輪
郭が決定され、瞳孔とアイリスが円形領域を形成するために曲げられたならば、暗い瞳孔
の外観をシミュレートするために、セグメンテーションされた瞳孔領域は黒いか暗い盤と
取り替えられる。
【００２７】
　図４Ａは、本発明の一実施形態に係るエッジ検出のための方法４００を示すフロー図で
ある。方法４００は、瞳孔とアイリスの境界を検知するために用いられるエッジ検出部２
０９の動作の一例である。
【００２８】
　方法はステップ４０２で始まり、ステップ４０４に進む。ステップ４０４では、エッジ
マップは、目の画像（たとえば入力画像１０１）から生成される。図４Ｂの画像４２０に
は、明るく照らされたアイリス画像用の典型的なエッジマップを示した。画像４２２は明
るく照らされなかったアイリス画像用のエッジマップであり、不明瞭な瞳孔のエッジは、
画像４２０中のものほど明らかには確認できない。
【００２９】
　ステップ４０６では、瞳孔輪郭候補は与えられたエッジマップ用に構築される。ステッ
プ４０６はサブステップ４０６Ａおよび４０６Ｂから成る。サブステップ４０６Ａでは、
図４Ｂの画像４２０に示すように、最良フィッティング円から瞳孔輪郭の第１候補が作成
される。たとえば、エッジ点と重なる円上の点の割合が最も大きいという意味でのエッジ
マップ中で最大レベルのサポートを受ける円を探す方法として、ハフ変換やＲＡＮＳＡＣ
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（RANdom SAmple Consensus）法を用いることができる。ステップ４０６Ｂでは、瞳孔輪
郭の第２候補は、図４Ｂの画像４２２に示されるような最良の内接円から作成される。当
業者であれば、内接円とはエッジ点が１つも（あるいは特定の小さい数以上のエッジ点が
）当該円の内側に位置しないように、エッジマップの領域で描くことができる円であるこ
とがわかるだろう。１つの実施形態によれば、最良の内接円は、瞳孔の領域で見つけるこ
とができるような最大の内接円である。その後、方法はステップ４０８に移り、方法４０
０は、第１候補と第２候補からエッジマップのための最良の瞳孔輪郭候補を決定する。１
つの実施形態によれば、ベストマッチは、最良フィッティング円にサポートのレベルを割
りあて、このレベルがしきい値より上であれば最良フィッティング円をベストマッチとし
て選択することにより決定される。最良フィッティング円のサポートのレベルがしきい値
未満である場合、最良の内接円がベストマッチとして選択される。
【００３０】
　１つの実施形態によれば、どの輪郭候補を選択するか決定するために、最良適合輪郭（
円）がエッジ輪郭マップの中でどれくらいよくエッジ輪郭と一致するかに基づいた自動処
理が使用される。たとえば、上述の、最もサポートされた円については、候補円の一部と
なっているエッジ点と角度方向が一致しているエッジ点のみを、エッジ点の部分集合とし
て抽出できる。換言すれば、エッジ点の方向が候補円の推定中心からの方向にほぼ垂直な
エッジ点だけが含まれることになる。このプロセスは、円の一部である正確な位置に偶然
存在するが実際の円輪郭に対応するものではないエッジ点を考慮対象から除外する。その
ような選択されたエッジ点の比率が、円を構成する点の数に対してある特定の割合（たと
えば２０％など）より大きい場合、その円のサポートのレベルは十分であると考えられ、
最良フィッティング円が選択される。選択されたエッジ点によるサポートのレベルがこの
閾値未満である場合、最良フィッティング円ではサポートが不十分であると判断されて、
かわりに最良内接円が選択される。概して言えば、最良適合輪郭候補は明るい瞳孔画像中
の正確な瞳孔セグメンテーションを提供する。図４Ｂの画像４２０に示すように、このと
き、明るく色付けされた目のエッジマップが最良の内接円４３０および最良フィッティン
グ円４３２で重畳される。その後、ベストマッチな瞳孔輪郭候補が見つかると、方法はス
テップ４１２で終了する。
【００３１】
　いくつかの実例では、アイリス画像は一連の傾斜した視角条件で撮影される場合がある
。この場合、たとえば、図３Ｄに示すように、鼻側の注視角度の偏差は０から４０度まで
変動する。チルト補正部２１０は、この傾斜（チルト）に関して画像を修正して、チルト
を訂正された画像を生成する。１つの実施形態によれば、チルトを訂正された画像は、チ
ルトの大きさおよび方向／傾斜角の推定または決定をしてから、アイリス画像に対して傾
斜した視角を補償するために幾何学的な変換を適用することにより生成されうる。アイリ
スが平面盤である時に、この変換の最も単純な形式は、アイリスと画像面とのなす角によ
って引き起こされた縮みを補うように、チルトの方向に画像を引き延ばすことである。そ
のような異方性ストレッチングは、アフィン変換として数学上表わされる。この幾何学的
なチルト補償（de-titling）をより正確に行なうには、アフィン変換にかえて、平坦な傾
斜平面上に画像を表すパターンをより良好に表わす射影変換を用いる。
【００３２】
　補正部２０４にはアイリスプロセッサ１００の他のコンポーネントと無関係のいくつか
の用途がある。たとえば、補正部２０４は、人の目の１つ以上のフレームを捕らえること
で人の注視を検知するかあるいは人の注視を連続的に追跡するために使用されてもよい。
チルト補正部２１０は、たとえば、連続的にユーザのモバイルデバイス上の注視を追跡し
、ドキュメントのスクロールやスワイプ処理などに用いられてもよい。このチルト検出は
、たとえば、図１のマッチングプロセッサ１０６と無関係に、モバイルデバイスのディス
プレイを利用可能にするか否かの決定に用いられてもよい。
【００３３】
　いくつかの実施形態では、補正部２０４は、入力画像１０１上の人工瞳孔盤を確立する
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セグメンテーションモジュールに先立って入力画像１０１を修正する。いくつかの実例で
は、チルト補正しても、まだアイリスの鼻側の部分の明白な偏心的な瞳圧縮のような歪み
が残り、その結果格納されたアイリス画像との生体マッチングが難しくなることがある。
歪みは、人間の目の角膜および前眼房の光学的作用によって引き起こされる。これは、ア
イリスがこれら２つの部位を通して撮影されるためである。これらの２つの構造は同様の
屈折率を有するため（前眼房を満たす房水は１．３３６、角膜は１．３７６）、これらの
光学的作用は、アイリスに接する水で満たされた単一の平凸レンズによる光学的作用とほ
ぼ同じといえる。斜めからそのようなレンズを見込むと、ある領域では圧縮され、ある領
域では拡大されて、アイリス画像中に非対称な歪みが生じてしまう。チルト補正部２１０
によって生成されたチルトを訂正された画像は、角膜補正部２１２に与えられて、上述の
角膜の歪みが修正される。
【００３４】
　図４Ｃは、本発明の一実施形態に係る角膜の歪補正のための方法４４０を示すフロー図
である。方法４４０は、エッジ検出部２０９の動作の典型的な実例である。方法はステッ
プ４４２で始まり、ステップ４４４に進む。ステップ４４４では、チルト補正部２１０は
、カメラの向きに対するアイリスの傾斜角を推定する。チルトは、瞳孔中心を検出し、こ
の瞳孔中心と、アイリス撮影で使用される近赤外線照明器によって引き起こされた角膜内
の明るい反射との間の距離を測定することにより荒く推定することができる。当業者に既
知のチルト推定の他の方法を使用してもよい。チルト推定のどのような方法もここに代用
されうる。
【００３５】
　方法はステップ４４６に進み、画像の遠近法の歪み、つまり、アイリスの縮みが修正さ
れる。縮みの影響は、撮影画像の当該方向への単純圧縮またはチルトとして近似すること
ができる。したがって、この影響は、チルト推定ステップで導出した方向に単に画像を伸
ばすことにより補正することができる。より正確に縮みの影響を捕らえる射影変換を使用
すれば、より正確な補正を行なうことができる。
【００３６】
　最後に、ステップ４４８では、方法４４０は傾いた角膜を見ることにより生じた光学歪
みの影響を修正する。１つの実施形態によれば、上述の光学歪みのための近似の補正は瞳
孔偏心および瞳孔伸びの影響の測定および修正により達成することができる。方法はステ
ップ４５０で終了する。
【００３７】
　図４Ｄの画像４６０に示すように、チルト推定に基づいて縮みを補正した後、瞳孔は、
まだアイリスの中心に対して左へずれて見える。また、瞳孔は、水平方向に延ばされたよ
うに見える。これらの結果は角膜の光学的作用によって引き起こされる。角膜補正部２１
２は、この歪みの原因となった光学素子のモデリングを行なうことなく、アイリス輪郭４
６６および瞳孔４６８が同心円になるようにアイリス領域を非直線的に曲げてこれらの歪
みを修正する。角膜補正部２１２は、スポーク４７０を定義し、各スポークを、合成円形
瞳孔輪郭４７２を同心の円形アイリス／強膜輪郭４７４に接続する点にマッピングするこ
とで、この非線形の伸縮関数を作成する。スポーク４７０は、非円形の瞳孔輪郭４６８上
の点と、非円形のアイリス／強膜輪郭４６６の対応する点とを結ぶ。その後、上述の変換
は、基礎となる画像４６０に適用される。このマッピング（適切な補間を伴う）の結果を
画像４７６に示す。瞳孔およびアイリス領域が同心円にシフトした後は、コード化処理は
、より正確に行なうことができ、よりよいマッチング結果を得ることができる。
【００３８】
　上述したように訂正された画像が構築された後、標準的なコントロール条件下で撮影さ
れたアイリス画像に対して適用されうる所望のアイリス生体アルゴリズムを用いてアイリ
スのコード化およびマッチングを行なうことができる。たとえばＤａｕｇｍａｎの古典的
な方法を適用することが可能である（Daugman, J., "High confidence visual recogniti
on of persons by a test of statistical independence", IEEE Transactions on Patte
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rn Analysis and Machine Intelligence, 15 (11), pp 1148-1161 (1993)）。
【００３９】
　図５は、本発明の一実施形態に係るコード化プロセッサ５００のブロック図である。コ
ード化プロセッサ５００は座標部５０２および抽出部５０６を含む。座標部５０２は、レ
ジスターへもたらされるアイリス画像を変えることから抽出されたアイリス情報を許可す
る不変式座標系画像表現のための不変式座標系を構築する。その結果、対応する空間的情
報は比較することができる。抽出部５０６は、２つの目イメージが統計的に独立したパタ
ーンを表わすという仮説の強い棄却のサポートのためにアイリス画像から情報を抽出する
。コード化プロセッサ５００は、他のアイリス画像との正確なマッチングのためにセグメ
ント化して補正したアイリス画像２２０を準備し、アイリス画像の取得方法に自由度を与
える。たとえば、画像サイズと焦点は、距離に応じて変わるとともに、個々のアイリス構
造によっても変わり、アイリス構造の空間情報に含まれる照明波長の違いによっても変わ
る。一般に、アイリスコーディングは、約１５～４０サイクル／２πあるいは１つのサイ
クル当たり２．５～６ピクセルの間の角周波数に基づく。一実施形態によれば、本願は、
コード化プロセッサ５００によって生成されたコードにより、アイリス直径当たりおよそ
４０ピクセルの小ささまでロバストなマッチングを達成している。
【００４０】
　１つの実施形態によれば、コード化プロセッサ５００は、Ｄａｕｇｍａｎのローカルの
位相表示の変形を使用する。それは、解析の単一尺度を選ぶことではなく多重分解能コー
ディング・アプローチを包含する。より低い周波数成分はより低い解像度画像において利
用可能なままで、焦点がずらされた画像あるいはそうでなければその画像が堕落した画像
の損害を受けやすい。１つの実施形態では、Ｄａｕｇｍａｎのローカルの位相表示の変形
は、重要な吸蔵が生じるかもしれないアイリス画像に対処する場合、有用な濃厚なコーデ
ィングを考慮に入れる。上記のロバストな区分化および修正の過程は、様々なアイリス符
号化および照合アルゴリズムと共に使用可能な補正済みのアイリス画像を生成するが、一
部の状況では標準アルゴリズムの特性を保つ利点がある。Ｄａｕｇｍａｎ型の位相符号化
手法の１つの利点は、アイリス画像の入手可能な全部分を表す符号を生成することである
。これは、遮蔽され、さもなければ合致されるべき特定の画像内で入手できない場合があ
るまばらな局所的特徴を用いる手法とは対照的である。さらに、多重分解能位相手法を使
用することにより、既存の位相に基づく表現との符号レベルの互換性を実現する可能性を
保つ。多重スケール情報を含むことに加え、作成される符号は、比較前のアイリス符号の
整列および局所構造情報の空間的補間の推定を助ける追加情報を含む。
【００４１】
　図５に示されるように、コード化プロセッサ５００は座標部５０２を含む。座標部５０
２は修正アイリス画像２２０を極座標のアイリス画像５０４に転換する。この極座標のア
イリス画像５０４では、瞳孔境界が頂点にあらわれ（生体スキャナの照明器列の正反射に
注意する）、アイリス強膜境界領域が最下段にあらわれる。角度寸法は、画像の左で３時
から右回りにかわる。また、左から右にかけて、下まぶたから上眼瞼があらわれている。
画像５０４では上眼瞼から瞳孔にむけてまつ毛が伸びていることに注意する。
【００４２】
　続いて、修正アイリス画像を極座標画像に変換した後、画像５０４は抽出部５０６に与
えられる。抽出部５０６は、多重分解能アイリスコード表現５２０を生成するために、極
座標のアイリス画像５０４をフィルタして副標本をとる。その一例は図６に示される。典
型的な実施形態によれば、典型的な具体化によれば、１セットのフィルタされた画像を生
成するために、画像５０４は一連のバンドパスフィルタを通される。図６には、極座標の
アイリス画像６２０がフィルタ６２１（フィルタ１－５）によってフィルタされてから、
フィルタされたバンド６００、６０２、６０４、６０６および６０８（６００から６０８
に向けて、高周波数がドメインのバンドから低周波がドメインのバンド）を含むアイリス
コード６２２が生成される様子の一例を示す。この５つのバンドは、アイリスのまわりの
２００のピクセルでサンプリングされた極座標の画像に関して６つ、８つの、１２、１６
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および２４ピクセルのキャリア周波数のガボールフィルタ（調和解析、ウェーブレット分
解およびエッジ検出に使用された線形フィルタ）に相当する。したがって、周波数は、２
π当たり３３、２５の、１６、１２および８サイクルの角度の空間周波数にほぼ相当する
。
【００４３】
　高い方の周波数は、一般的なアイリスマッチングアルゴリズムで使用される周波数に匹
敵する。マスク６１０は２つのマスクの結合である。１つのマスク（すべてのバンドに共
通）は、入力された極座標アイリス画像５０４の強度解析にもとづき、正反射領域とまぶ
たとまつ毛の近傍領域をマスクする。もう１つのマスクは、ガボールフィルタされた画像
の信号強度にもとづき、局所位相測定が不安定な領域をマスクする。アイリスコード６２
２に示されるような多重分解能表現は、異なるカメラ－被験体距離の画像の情報を表現で
きる。この結果、図２－４Ｄを参照して説明した傾斜したカメラの視界によって生じる縮
みや圧縮と同様に、アイリス画像ごとに、アイリスにおける単位距離あたりのピクセル数
が異なることになる。
【００４４】
　アイリスコード表現５２０の他の重要な特性は、フィルタ特性、空間サンプリング、表
現、および量子化の完全記述である。フィルタ特性は、中心周波数、帯域幅、関数の種類
（たとえばログガボール）、および配向調整のうちの１つまたは複数を含む。空間サンプ
リングは、フィルタの種類ごとに正規化画像の放射軸および角度軸に沿った間隔の１つま
たは複数を含み、量子化は、それぞれの値が表わされる数のレベルまたはそれぞれに割り
当てられるビット数を明示する。例示的実施形態によれば、アイリスコード表現５２０お
よび例示的アイリスコード６２２は、サブナイキスト空間サンプリングを使用することに
よる補間を可能にする、歪めることができる符号であり、生成を行うフィルタ６２１内の
各フィルタ１－５の要件は、正確に補間するのに十分なサンプリングの基準を与える。サ
ブナイキスト空間サンプリングは、Ｄａｕｇｍａｎ型の符号化で使用される複素位相成分
当たり１ビットよりも微細な明度の量子化と組み合わせられる。たとえば、複素位相成分
ごとに４ビット使用する場合、これはおおよそ位相角の６４ステップ、従ってπ／３２ラ
ジアンまたは６度未満の最大補間誤差に相当する。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、独自の複雑なバンドパスフィルタ出力が量子化なしで格納さ
れる場合、量子化されていないアイリスコードをマッチしてもよい。１つの実施形態では
、各々が単位円上で複素数を表わすように、フィルタ出力は大きさを正規化される。デー
タマスクは遮蔽および局所的な複素振幅にもとづいて生成される。Ｄａｕｇｍａｎアイリ
スコードの標準ハミング距離手段の最も類似のマッチ測定は、位相差ヒストグラムにもと
づく。このヒストグラムは、比較対象となる２つのコードの位相ベクトル間の角度を計算
するとともに（図６参照）、－πからπまでの位相差のヒストグラム（有効なデータマス
ク処理にさらされる）をコンパイルすることにより、構築される。これらの位相差は、コ
ードが同じ目を表わす場合は小さく、コードが統計的に独立した目を表わす場合は多かれ
少なかれ一様に分散する。
【００４６】
　そのような２つのヒストグラムの一例を図７に示す。左側のヒストグラムは偽マッチ、
および右側のヒストグラムは本物のマッチにそれぞれ対応する。予想通りに、本物の分布
は、絶対値でπ／２より大きな位相差値の割合は小さく、ゼロ移相シフトのまわりにしっ
かりと集中している。対照的に、偽ヒストグラムは多くの大きな位相差を示すとともに、
ゼロ値の周囲への明らかな集中は認められない。π／２より大きな値の割合は、望まれる
のであれば、たとえばＤａｕｇｍａｎコードハミング距離の挙動に非常によく似たマッチ
統計量の生成に利用することができる。しかしながら、偽の分布を区別するために中央集
中度と分布度を測定する方法には、以下で説明する通り他にも多くの方法がある。さらに
、偽および本物のヒストグラムを含む十分なトレーニングセットを得ることができれば、
判別分析、サポートベクターマシン、ニューラルネット、あるいはあるクラスのデータの
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ための最適決定手続きを構築するロジスティック回帰などの、統計分類法または機械学習
に有用である。
【００４７】
　位相差ヒストグラム、およびその先端部のまわりの分散の代表値の測定は、位相差がア
ングルで、したがって、ヒストグラムがそうであるという事実が閉鎖式循環を上に分配し
たことを考慮に入れる。通常、中間、また、分散は測定する（あるいは高次モーメント、
場合、必要）正確に角度データのための所望性状を表わさない。フォンミーゼス分布は、
過ヨウ素酸ドメイン上に分配されたデータの特性を推定する、よく特徴づけられた方法を
提供する。フォンミーゼス平均は、分布の集中の推定中心、集中度合いのパラメータ、広
がりの推定を与える。位相差がユニット複素数として表わされる場合、両方の量は容易に
計算することができる。この場合、平均の推定値は、単に複素数の試料平均に対応する角
度である。また、集中パラメータは、単純に試料平均の複素数の大きさと関係がある。
【００４８】
　別の実施形態によれば、データは円調和を計算するためにフーリエ級数展開を使用する
ことにより、周期的なドメインに関して分析される。フォンミーゼスパラメータのように
、相対的な大きさが低オーダーの円調和は、データの集中の程度に関する情報を与える。
円調和を使用するヒストグラムデータの変換は、決定手順を構築する学習手法の使用に先
立って有益である。
【００４９】
　位相差ヒストグラムは、２つのコード間のマッチレベルの解析を支援するものの、２つ
のコードの比較に関連する情報のすべてを表わすとは限らない。位相差値が絶対位相の関
数として変わる場合、たとえ強い関係があってもヒストグラムは低濃度（つまり、広範囲
の分散）を示す。１つの実施形態によれば、相互情報量あるいは他の条件つきエントロピ
ー性状はこの問題を防ぐために使用される。それは、別の確率変数の値についての１つの
確率変数を与えられた知識のエントロピーのリダクションを測定する。変数に相関がなく
ても、このより完全な特徴づけによって関連性を検知することができる。
【００５０】
　位相差ヒストグラムのもう１つの制限は、ヒストグラムが全体統計なので空間情報を完
全に抑制することである。しかし、位相差の局所的若しくはパッチ式の均一性または他の
検出可能な関連性も符号が無関係ではないと結論付けるには十分である。この局所的解析
は、局所的ヒストグラム解析、相互情報量、または空間相関解析を使用して実現すること
ができる。
【００５１】
　図７は、本発明の例示的な実施形態に係るマッチングプロセッサ７００のブロック図で
ある。マッチングプロセッサ１０６は、アラインメント部７０２およびフロー推定部７０
４を含む。例示的実施形態によれば、図５に示すコード化プロセッサ５００によって生成
されるアイリスコード５２０が、アラインメント部７０２に結合される。アラインメント
部７０２は、以下に記載する照合アルゴリズムに基づきアイリスコード５２０に対して様
々な整列を行う。アラインメント部７０２は、アイリスコード５２０をフロー推定部７０
４にさらに結合し、マッチング（照合）を支援するための推定流動ベクトルを生成する。
アラインメント部７０２は、アイリスコード５２０をデータベース７０８のアイリスコー
ド７０６と比較して合致の有無を判定する。合致（マッチング）がない場合、データベー
ス７０８からのさらに多くのアイリスコードがアイリスコード５２０と比較される。合致
スコア（マッチスコア）を求め、合致スコアが所定の閾値を満たしまたはそれを下回る場
合は合致がある。例示的実施形態によれば、合致スコアとしてハミング距離が使用される
。最終的に、合致したアイリスデータ１０８がマッチングプロセッサ７００によって返さ
れる。他の一部の実施形態によれば、未知のアイリスコード５２０および記憶されている
アイリスコード７０６から得られる情報に対して流動推定が適用される。この情報は、そ
れ自体がアイリスコード５２０の一部でもそうでなくても良い。結果として生じるフロー
推定部７０４からの流動場を使用して修正済みアイリスコードを生成し、マッチングプロ
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セッサ７００がこの修正済みアイリスコードを参照アイリスコードと照合してマッチスコ
ア７２０を生成する。
【００５２】
　２値のコンテキストの中で、つまり、アイリスコードの比較では、２つの二値画像間で
異なるビット数を計算するためのＸＯＲ演算に基づく二値距離をハミング距離が表す。例
示的実施形態によれば、アラインメント部７０２がアイリスコードに対してＤａｕｇｍａ
ｎバレルシフトを行い、即ち比較されているアイリスコード間の最良合致を与えるアイリ
スコードの循環を見つける。一実施形態では、マッチングプロセッサ７００が使用する照
合アルゴリズムが、バレルシフト位置の組ごとのハミング距離（ＨＤ）を使用し、最も低
いハミング距離をその符号の対のスコアとして取る修正済みアルゴリズムである。スコア
が（符号によって表わされる統計的な自由度の推定数に基づいて調節することができる）
何らかの閾値を下回る場合、未知の符号が合致と見なされる。ＨＤが閾値を上回る場合、
未知の符号が偽物とラベル付けされる。一実施形態では、閾値がアイリスコードの構造の
詳細および合致シナリオの統計的要件によって決まる。
【００５３】
　アラインメント部７０２が使用する修正済みアルゴリズムは、比較されているアイリス
コードをバレルシフトし、さらにアイリスコードを互いに局所的に整列して、補正されて
いない光学的歪みまたはアイリスの膨脹および収縮の複雑さに起因するアイリス画像の正
規化における不正確さを補償する。アラインメント部７０２が行う局所的整列機能は、ア
イリスの全体にわたって均一ではない入力アイリス画像内の歪みを補償できるようにする
。この機能は、コード（符号）の局所領域をシフトして、それらの領域を参照コードの対
応する領域とより正確に整列させることによって達成される。しかしながら、非常に狭い
推定領域を使用してこの処理を実行する場合、事実上どんなアイリスコードも他の任意の
アイリスコードに合致させることができ、それにより誤った合致が作り出されることにな
る。推定流動場に対して適切な平滑度条件を課すことによって、この誤ったマッチングの
問題を回避することができる。たとえば、比較的広い推定領域を使用して局所変換推定を
行うことによって流動場を推定する場合、局所流動推定がこの比較的広い領域にわたる平
均運動を表す。
【００５４】
　かかる領域が重複し、付近の位置の流動ベクトルを計算するために使用する領域がほぼ
同じ内容を含む場合、変位推定は位置と共に徐々に変化し、誤ったマッチングが防がれる
。あるいは、狭い推定領域を用いて行った局所変位推定を空間フィルタリングによって平
滑化し、局所変位の急激な変化をなくすことができる。さらなる代替策として、次数の低
い多項式級数や打切りフーリエ級数等の大域パラメトリック表現を使用することができ、
このパラメトリック表現のパラメータは直接推定され、または局所推定に適合される。か
かるパラメトリック表現は、局所シフトにおける急激過ぎる変化が生じるのを防ぐ固有の
平滑特性を有する。各アイリスコードは複数の周波数帯を含むので、アラインメント部７
０２は、たとえばアイリスコード５２０とアイリスコード７０６との比較ごとに複数の合
致スコアを更に生成する。
【００５５】
　図８は、本発明の一実施形態に係るマッチングプロセッサ７００によって行われるアイ
リスコードのマッチング処理を示す図である。標準的なアイリスコードのマッチングと同
じく、照合しようとする第１のコード８００および第２のコード８０２は、角座標および
正規化された動径座標から成る、修正された（たとえば偏光された）アイリス画像の座標
系上の値として表される。局所変位関数または流動場が図７のマッチング機器のフロー推
定部７０４によって計算され、幾らかの平滑度またはパラメトリック拘束を条件として、
第１のアイリスコード８００内の構造を第２のコード８０２内の対応する構造に最も上手
く整列させるアラインメント部７０２に結合される。この流動場推定は、標準的なバレル
シフト整列の効果を含むことができ、または別のステップとして実行可能なバレルシフト
整列の効果を含み得る。この流動場内のベクトルは、第１のコード８００内の画像構造が
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第２のコード８０２内の構造に最も良く合致する正規化画像座標系内の変位をそれぞれ明
示する。
【００５６】
　第１のアイリスコード８００内の各帯を、この変位関数を用いて変換して整列アイリス
コードを生成し、この整列アイリスコードと第２のコード８０２の対応する帯との間のハ
ミング距離を計算する。平滑であるように変換が制約されるので、以下で説明するように
、偽物符号が真正符号に変換されることはない。
【００５７】
　フロー推定部７０４は、流動場を低減された分解能でアイリスコードごとに計算し、流
動場を平滑に補間して最終推定を生成する。一実施形態によれば、フロー推定部７０４が
、ピラミッドに基づく粗から微への流動推定技法を使用するが、他の技法を代わりに使用
しても良い。アラインメント部７０２は、第１のアイリスコード８００および第２のアイ
リスコード８０２のそれぞれの１つの帯の中に小さな局所シフトを取り入れる。局所シフ
トは角度方向にあり、全ての半径方向位置において等しい。変位シフトも角度方向に平滑
に変化する。この時点でハミング距離を計算すると、非合致という結果になる。たとえば
Ｄａｕｇｍａｎ型のマッチングアルゴリズムを使用する場合、３３を上回るハミング距離
は非合致を意味する。フロー推定部７０４は、粗から微へのアルゴリズムを使用して、コ
ード８００とコード８０２との間の流動場を符号の低分解能帯から推定する。
【００５８】
　次いで、アラインメント部７０２が推定流動場の分だけコード８００を歪ませ、高信頼
度の合致を示唆する大幅に低減されたハミング距離をもたらす。Ｄａｕｇｍａｎ型の照合
器では、ハミング距離＜．３は高信頼度の合致を意味する。高信頼度の合致と見なされる
様々なハミング距離値に様々な合致が対応し得ることを当業者なら理解されよう。別の実
施形態によれば、マッチングプロセッサ７００は、比較される符号の位相角に基づく相互
情報量測度、並びに位相角の局所的な違いに基づく測度を使用することにより、２つのア
イリスコードを照合することができる。
【００５９】
　図９は、本発明の一実施形態に係るアイリスコードの流動場（流れ場）を推定するため
の上述の粗から微へのアルゴリズ）を説明するための図である。図９に示すように、粗か
ら微への修正は、入力画像９００および９０２のそれぞれについて、本質的にはバンドパ
スフィルタされた９０４－１～９０４Ｎおよび９０６－１～９０６－Ｎの集合である「ピ
ラミッド」構造に対して、動作する。
【００６０】
　最も低い周波数帯９０４－１および９０６－１から開始し、ピラミッド内の各レベルに
おいて前のレベルで推定した変位９０８－１から９０８－Ｎを使用して現在のレベルの画
像を歪ませ、次いで歪ませたレベルと他の画像内の対応するピラミッドレベルとの間の残
差に基づいて増分変位を計算する。最高レベルに到達し、結果が最終推定流動場９１０で
あるまで、このプロセスは継続する。
【００６１】
　多重分解能アイリスコードそれ自体が、アラインメントが望まれる画像のバンドパスフ
ィルタされたものの集合であるので、１つの実施形態によれば、アラインメント部７０２
は、これらのバンド自体を、アラインメントプロセスを推し進めるために使用してもよい
。この結果、真に「自己整列」したアイリスコードが生成される。このアプローチでは、
多重分解能アイリスコード構造の一部として追加のアラインメントデータを格納する必要
はない。
【００６２】
　図１０は、本発明の一実施形態に係る２つのアイリスコード間の流動場（流れ場）を推
定する方法１０００を示すフロー図である。この方法はフロー推定部７０４の具体化であ
る。方法はステップ１００２で始まり、ステップ１００４に進む。
【００６３】
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　ステップ１００４において、フロー推定部７０４は、帯域フィルタを用い、第１の入力
画像（すなわち第１のアイリスコード）から第１の複数の画像、第２の入力画像（すなわ
ちマッチング対象の第２のアイリスコード）から第２の複数の画像を生成する。第１の複
数の画像および第２の複数の画像は、低周波帯から高周波帯におよび画像を含む。
【００６４】
　続いてステップ１００６に進み、ステップ１００６では、フロー推定部７０４は、処理
されていない、すなわち前の流動場推定がない、最も低い周波数帯の第１の複数の画像か
ら画像を選択する。ステップ１００８において、フロー推定部７０４は、第１の複数の画
像と第２の複数の画像との間で、低周波帯内の流動場が推定されているか否かを判定する
。低周波帯内の流動場が推定されている場合は、ステップ１０１０に進み、低周波帯の流
動場推定を使用して被選択画像を歪ませる。低周波帯内の流動場推定が推定されていない
場合は、ステップ１０１２に進み、歪められた画像と第２の複数の画像からの同じ周波数
帯にある第２の画像との間の残差にもとづいて、フロー推定部７０４が流動場を推定する
。
【００６５】
　続いてステップ１０１４に進む。ステップ１０１４において、フロー推定部７０４は、
全ての周波数帯が処理されているかどうかを判定する。処理されていない場合はステップ
１００６に戻り、全ての周波数帯が処理されるまで次に高い周波数帯を処理する。全ての
周波数帯を処理する（すなわち低周波の流動場推定によって歪ませる）と、この方法は、
最後の流動場推定をマッチングプロセッサ７００に返すステップ１０１６に進む。この方
法はステップ１０１８で終了する。
【００６６】
　図１１は、本発明の一実施形態に係る２つのアイリスコード間の流動場を推定する方法
１１００を示すフロー図である。この方法はアイリスプロセッサ１００を具体化したもの
であるである。方法はステップ１１０２で始まり、ステップ１１０４に進む。
【００６７】
　ステップ１１０４で、プリプロセッサ１０２が、目を含む画像を前処理し、瞳孔および
アイリスの境界が修正され、傾斜および角膜歪みが補正された修正済みアイリス画像を生
成する。
【００６８】
　次にステップ１１０６に進み、ステップ１１０６において、コード化プロセッサ１０４
は、修正済みアイリス画像を多重分解能アイリスコードへと符号化する。アイリスコード
は、修正済みアイリス画像の偏光バージョンの多重周波数帯表現を含む。次いでこの方法
はステップ１１０８に進み、ステップ１１０８では、多重分解能アイリスコードをデータ
ベース内の１組の記憶済みのアイリスコードと比較してアイリスコードがデータベース内
に含まれているかどうかを判定し、合致したアイリスに関連するデータを返す。この方法
はステップ１１１０で終了する。
【００６９】
　図１２は、本発明の例示的実施形態に係る、アイリスプロセッサ１００を実装するため
のコンピュータシステムを示す。コンピュータシステム１２００は、プロセッサ１２０２
、様々な支援回路１２０５、およびメモリ１２０４を含む。コンピュータシステム１２０
０は、プロセッサ１２０２と同様の、当技術分野で知られている１つまたは複数のマイク
ロプロセッサを含むことができる。プロセッサ１２０２用の支援回路１２０５は、従来の
キャッシュ、電源供給、クロック回路、データレジスタ、入出力インターフェース１２０
７等を含む。入出力インターフェース１２０７は、メモリ１２０４に直接結合されても、
支援回路１２０５を介して結合されても良い。入出力インターフェース１２０７は、ネッ
トワーク装置、様々な記憶装置、マウス、キーボード、ディスプレイ、映像および音声セ
ンサ、可視赤外カメラ等、入力装置および／または出力装置と通信するように構成するこ
とができる。
【００７０】
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　メモリ１２０４またはコンピュータ可読媒体は、プロセッサ１２０２によって実行され
かつ／または使用され得る、非一時的なプロセッサ実行可能命令および／またはデータを
記憶する。これらのプロセッサ実行可能命令は、ファームウェア、ソフトウェア等、また
はその何らかの組合せを含み得る。メモリ１２０４内に記憶されるプロセッサ実行可能命
令を有するモジュールは、アイリスプロセッサ１２０６を含む。アイリスプロセッサ１２
０６は、前処理部１２０８、コード化部１２１０、およびマッチング部１２１２をさらに
含む。メモリ１２０４は、データベース１２１４をさらに含むことができるが、データベ
ース１２１４は、アイリスプロセッサ１２０６と同じ物理メモリ１２０４内になくても良
い。データベース１２１４は、クラウドサービスを介してアイリスプロセッサ１２０６に
よって遠隔的にアクセスされても良い。さらにアイリスプロセッサ１２０６は、メモリ１
２０４上に共同設置することができない幾つかの構成要素を有しても良い。たとえば一部
の実施形態では、前処理部１２０８がコンピュータシステム１２００にとってローカルで
あるのに対し、コード化部１２１０およびマッチング部１２１２は、有線または無線ネッ
トワーク経由でクラウドサービスとしてアクセスされ得る。他の例では、マッチング部１
２１２だけがネットワーク経由でアクセスされる。各モジュール間の通信は、データがネ
ットワーク上を移動するとき暗号化され得る。
【００７１】
　コンピュータシステム１２００は、いくつかある既知のプラットフォームの中で特に、
ＯＳ／２、Ｊａｖａ(登録商標)バーチャルマシン、Ｌｉｎｕｘ(登録商標)、ＳＯＬＡＲＩ
Ｓ、ＵＮＩＸ(登録商標)、ＨＰＵＸ、ＡＩＸ、ＷＩＮＤＯＷＳ(登録商標)、ＷＩＮＤＯＷ
Ｓ(登録商標)９５、ＷＩＮＤＯＷＳ(登録商標)９８、ＷＩＮＤＯＷＳ(登録商標)ＮＴ、Ｗ
ＩＮＤＯＷＳ(登録商標)２０００、ＷＩＮＤＯＷＳ(登録商標)ＭＥ、ＷＩＮＤＯＷＳ(登
録商標)ＸＰ、ＷＩＮＤＯＷＳ(登録商標)ＳＥＲＶＥＲ、ＷＩＮＤＯＷＳ(登録商標)８、
ＭａｃＯＳＸ、ＩＯＳ、ＡＮＤＲＯＩＤ(登録商標)を含み得る、１つまたは複数のオペレ
ーティングシステム１２２０（概してオペレーティングシステム（ＯＳ）と呼ばれる）で
プログラムされ得る。オペレーティングシステムの少なくとも一部を、メモリ１２０４内
に配置することができる。
【００７２】
　メモリ１２０４は、後述するランダムアクセスメモリ、読取専用メモリ、磁気抵抗読取
／書込みメモリ、光読取／書込みメモリ、キャッシュメモリ、磁気読取／書込みメモリ等
、並びに後述する信号保持媒体のうちの１つまたは複数を含み得る。
【００７３】
　コンピュータシステム１２００は、たとえば携帯電話やタブレット装置等のモバイル装
置とすることができる。モバイル装置はカメラを含み、アイリスプロセッサ１２０６をア
プリケーションとしてメモリ上に記憶しても良い。一部の実施形態では、アイリスプロセ
ッサ１２０６をオペレーティングシステム１２２０の一部とすることができる。一部の実
施形態では、アイリスプロセッサ１２０６が独立したプロセッサでも良く、またはプロセ
ッサ１２０２とは異なるチップ上に記憶されても良い。たとえば、多くの場合にモバイル
装置はカメラ処理モジュールおよびアイリスプロセッサ１２０６を有し、またはアイリス
プロセッサ１２０６の一部がカメラ処理モジュール上にあっても良く、カメラ内の撮影装
置はＣＣＤまたはＣＭＯＳ撮影装置である。一部の例では、幾つかのセンサ、その種のカ
メラ撮影装置等を含むようにモバイル装置をカスタマイズすることができる。
【００７４】
　図１３は、例示的動作シナリオにあるアイリスプロセッサ１００を示す。この事例では
、廊下を歩く複数の人物を識別するために、アイリスプロセッサ１００を含む顔追跡およ
び可動型／自動焦点式のアイリス捕捉装置の組合せを使用する。本発明の機能を有する装
置を使用する場合、捕捉装置は、たとえば廊下の端などに、邪魔にならないに配置するこ
とができ、一連の表示角をもたらす広範囲の捕捉距離において動作することができる。ア
イリスバイオメトリクから得た識別情報を人物追跡システムからの追跡情報と組み合わせ
ることによって、アクティブ捕捉領域を通過する各人物に識別情報を関連させる（または
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識別情報を割り出すことができない）ことが可能である。
【００７５】
　図１４に示すように、アイリス生体認識に対応するアクセス制御アセンブリ１４１２は
設備１４００のアクセス制御構造１４１６に設置される。実例としてのアクセス制御アセ
ンブリ１４１２は、アクセス制御構造１４１６がドアであるドアロックアセンブリとして
具体化される。ドア１４１６は、設備１４００に関して進入と退出への障害を提供する、
たとえば蝶番のあるドアや、スライドドア、回転ドアなどの任意のタイプのドアとして具
体化される。他の実施形態では、アクセス制御構造１４１６は、たとえばアクセス制御ア
センブリ１４１２によってセキュリティが高まるコンテナの蓋、あるいはアクセス制御ア
センブリ１４１２によってセキュリティが高まる引き出しや小部屋として具体化されても
よい。アクセス制御構造１４１６の動作（たとえば開閉）は、手動あるいは自動（たとえ
ば空気圧や電子制御）で行われる。実例となる設備１４００はビルディングあるいはビル
ディング内の空間として具体化される。他の実施形態では、しかしながら、設備１４００
は、人または物が少なくとも一時的に待機しうる車両、キャビネット、貯蔵コンテナ（た
とえば金庫または貸し金庫など）あるいは他の構造として具体化される。ドア１４１６は
サポート構造１４１８に支援される。実例となるサポート構造１４１８は設備１４００の
壁である。たとえば他の実施形態では、サポート構造１４１８は、自動車のドアであれば
自動車のフレームあるいはシャーシの一部や、コンテナ、ドロアまたはキャビネットの本
体でもよい。
【００７６】
　例示的なドアロックアセンブリ１４１２は、それと一体的に、アイリス生体認識モジュ
ール１４１４を含む。本開示の目的のために必須ではないが、ドアロックアセンブリ１４
１２はまた、ハンドル１４１０を含む。ドアロックアセンブリ１４１２およびアイリス生
体認識モジュール１４１４のさらなる実施形態の詳細は、図１５－１７を参照して後述す
る。動作中は、生体認識モジュール１４１４は、捕捉区域１４２０内の人間１４２４の存
在を検出する。捕捉領域１４２０は、生体認識モジュール１４１４から距離Ｄ１のところ
に位置し、幅Ｗ１幅、高さＨ１高さの物理領域（たとえば、３次元領域）を含む。捕捉領
域１４２０の寸法Ｄ１、Ｗ１、Ｈ１は、少なくとも部分的に生体認識モジュール１４１４
のための構成要素の選択によって定義することができる。たとえば、生体認識モジュール
１４１４に電力を供給するためにより強力な電源を使用すると、距離Ｄ１を増加させるこ
とができ、またその逆も可能である。代替的に又は追加的に、異なる種類の撮影装置、照
明装置、または光学系を使用すると、捕捉領域１４２０の寸法を変えることができる。た
とえば、広い視野を有する撮影装置を用いると、捕捉領域１４２０のサイズを増大可能で
あり、またその逆も可能である。いくつかの実施形態では、距離Ｄ１は、生体認識モジュ
ール１４１４の位置に対して少なくとも約４５－７５センチメートルの範囲内である。他
の実施形態では、距離Ｄ１は４５センチメートル以下であり、さらに他の実施形態では生
体認識モジュール１４１４の位置に対して７５センチメートル以上である。いくつかの実
施形態では、幅Ｗ１は、生体認識モジュール１４１４に対して少なくとも約２フィートか
ら約４フィートの幅（たとえば、生体認識モジュール１４１４の両側からそれぞれ約１か
ら約２フィートの幅など）である。他の実施形態では幅Ｗ１は４フィート以上であり、さ
らに他の実施形態では幅Ｗ１は２フィート以下である。
【００７７】
　捕捉領域１４２０はまた、地面（たとえば床）１４２２の上の垂直方向の高さＨ１に位
置する領域を含む。いくつかの実施形態では、垂直高さＨ１は、地面１４２２から少なく
とも約３フィートから約７フィートの範囲にある（たとえば、Ｈ１の範囲は、子供から大
人までの人間の身長の典型的な範囲を含む）。他の実施形態では、垂直高さＨ１は、地面
１４２２に対して３フィート以下である。さらに他の実施形態では、垂直高さＨ１は、接
地プレーン１４２２に対して７フィート以上である。
【００７８】
動作中は、以下により詳細に説明されるように、アイリス生体認識モジュール１４１４は
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、撮影装置（たとえば、１または複数のデジタルカメラ）を用いて、人間１４４４の顔お
よび目の画像を取得する。顔および目の画像の１つまたは複数の特徴量（たとえば、ピク
セルサイズ、または画像全体に対する顔または目の描写を構成するピクセル数）にもとづ
いて、アイリス生体認識モジュール１４１４は、距離Ｄ１を推定する（これは、動作中は
、アイリス生体認識モジュール１４１４から人間１４２４の顔、目、またはアイリスまで
の直線距離である）。また、アイリス生体認識モジュール１４１４は、少なくとも１つの
被写体１４２４のアイリスを含むより狭い視野の捕捉領域１４２６に、撮影装置をフォー
カスさせる。アイリス生体認識モジュール１４１４は、たとえば、人間１４２４の身元ま
たはセキュリティ証明書を評価するため、被写体１４２４のアイリスの１つまたは複数の
画像を撮影し、たとえば上述のアイリス処理方法を用いて撮影されたアイリス画像を処理
し、たとえば上述のアイリスマッチング方法を用いて照合処理を実行する。アイリス生体
認識モジュール１４１４は、アイリスマッチング動作の結果を示す電気信号（たとえば、
人間の被写体１４２４が明確に識別されたか、または必要なセキュリティ証明書を持って
いるかどうかを示す情報）を出力する。アクセス制御アセンブリ（たとえば、ドアロック
アセンブリ）１４１２は、アイリス生体認識モジュール１４１４によって出力されたアイ
リス一致判定（マッチング判定）情報を用いて、アクセス制御デバイス（たとえば、ドア
）１４１６をロックするか、またはロック解除するかどうかを判定する。他の実施形態で
は、アイリスマッチング動作およびマッチング決定は、アイリス生体認識モジュール１４
１４以外で（たとえば、「クラウド」内のサーバコンピュータ上で）行われる。それらの
実施形態では、アイリスの一致判定結果は、マッチング動作を実行するモジュール外装置
（たとえばサーバ）から、アイリス生体認識モジュール１４１４および／または別の装置
（たとえばドアロックアセンブリ）に、通信により戻される。
【００７９】
　図１５を参照すると、アクセス制御アセンブリ１４１２のドアロックアセンブリの実施
形態１５００が、アクセス制御構造（たとえば、ドア）１４１６の切り欠き部分１５２６
に関連して、分解図でより詳細に示されている。ドアロックアセンブリ１５００は内側ア
センブリ１５５２および外側アセンブリ１５１０を含み、これらはそれぞれ、アクセス制
御構造１５２６の両側に設置されている。アイリス生体認識モジュール１４１４の一実施
形態１５１４は、外側アセンブリ１５１０によって支持されている。アイリス生体認識モ
ジュール１５１４の構成要素の詳細については、図１６－１７を参照して後述する。アイ
リス生体認識モジュール１５１４は、ガスケット１５１６および関連する締結具（たとえ
ば図示しないねじまたはボルト）によって外側アセンブリ１５１０に固定されている。図
示したガスケット１５１６は、あらゆる種類の環境（たとえば、様々な気象条件、照明条
件など）においてアイリス生体認識モジュール１５１４の使用を可能にするための耐候性
シールを提供する。
【００８０】
　外側アセンブリ１５１０は、外側アセンブリ１５１０の上面に旋回可能に取り付けられ
ているハンドル１５１２を含む。図示したハンドル１５１２は、ピボット形式のハンドル
であるが、プッシュハンドル、ノブ、および／またはその他のものを含む、任意の適切な
形式のハンドルを用いることができる。本開示の目的のために必須ではないが、図示した
外側アセンブリ１５１０は、たとえば身元確認および／またはアクセス許可目的のための
個人識別番号（ＰＩＮ）などを人間が入力することができるキーパッド１５２４を含む。
カバー窓１５１８が外側アセンブリ１５１０に取り付けられており、その取り付け後にア
イリス生体認識モジュール１５１４の上に嵌合される。窓１５１８、または窓１５１８の
うち少なくともアイリス生体認識モジュール１５１４を覆う部分は、少なくとも赤外スペ
クトルの電磁放射（たとえば、約７００ｎｍから約１ミクロンの範囲の、可視光スペクト
ルの赤色端の波長より大きいがマイクロ波の波長より短い波長を有する電磁放射）に対し
て透明であるプラスチック材料で構成される。たとえば、窓１５１８は、ＬＥＸＡＮ（登
録商標）のポリカーボネートシートのような熱可塑性ポリカーボネート材料で構成されて
もよい。
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【００８１】
　外側アセンブリ１５１０および内側アセンブリ１５５２はそれぞれ、アクセス制御構造
１５２６に（たとえば、ねじまたは他の締結具、スナップフィット機構などによって）結
合され、かつ支持される。開口部または窓１５４２、１５４４、１５４６は、ガスケット
１５１６、外側アセンブリ１５１０、およびアクセス制御構造１５２６にそれぞれ形成さ
れるとともに、アイリス生体認識モジュール１５１４の電気コネクタ（たとえば、電気ケ
ーブル）１５２２が開口部１５４２、１５４４、１５４６を通過してドアロックアセンブ
リ制御基板１５４０と接続することができるように、互いに整列される。したがって、ア
イリス生体認識モジュール１５１４によって生成された電気出力信号（たとえば、アイリ
ス一致判定データ信号）は、電気コネクタ１５２２を介して、アイリス生体認識モジュー
ル１５１４からドアロックアセンブリ制御基板１５４０に送信することができる。設置後
、アイリス生体認識モジュール１５１４は、開口部１５４２、１５４４、１５４６によっ
て形成された空間内に配置される。いくつかの実施形態では、アイリス生体認識モジュー
ル１５１４は、ドアロックアセンブリ１５００に取り外し可能に結合される（たとえば、
ラッチもしくは戻り止め機構、または他の適切な締結具によって保持される）。他の実施
形態では、アイリス生体認識モジュール１５１４は、取り外し不可能なように、または些
細ではない人間の力または道具の使用によって取り外し可能なように、ドアロックアセン
ブリ１５００にしっかりと固定されてもよい。
【００８２】
　アクセス制御構造１５２６はまた、その中に画定された開口部１５４８、１５５０を含
む。
ハンドル１５１２は、アクセス制御構造１５２６の開口部１５４８を通してデッドボルト
／ラッチアセンブリ１５２０のラッチシャフト１５３４と結合する。ドアラッチ／デッド
ボルトアセンブリ１５３１は、開口部１５５０内に配置される。ドアラッチ／デッドボル
トアセンブリ１５３１は、デッドボルト１５３２およびラッチ１５３０を含む。デッドボ
ルト１５３２およびラッチ１５３０のそれぞれは、ロック位置とアンロック位置との間で
移動可能である。内側ハンドル１５１３（取り付け後、内側アセンブリ１５５２のハンド
ル１５１２とは反対側に位置される）もまた、内側アセンブリ１５５２およびラッチシャ
フト１５３４に結合される。ラッチ１５３０は、たとえば、ハンドル１５１２またはハン
ドル１５１３のいずれかがドアラッチ／デッドボルトアセンブリ１５３１の本体内の開口
部１５２３を通してラッチシャフト１５３４を駆動することによって、手動で作動される
。この結果、ラッチ１５３０はアンロック位置からロック位置に（またはその逆に）移動
する。
【００８３】
　デッドボルト駆動シャフト１５３３は、ドアロック制御基板１５４０に（たとえば図示
しない絶縁配線によって）電気的に接続されているモータ１５３６によって操作される。
電源コンパートメント１５３７は、電源１５３８（たとえば、市販のＮｉＣａｄ、「ＡＡ
」または「ＡＡＡ」電池などの１つまたは複数の電池）を収容可能に構成される。ドアロ
ックアセンブリ１５００の異なる実施形態では、電源１５３８は取り外し可能または取り
外し不能であり得る。
【００８４】
　デッドボルト１５３２は、モータ１５３６がデッドボルト／ラッチアセンブリ１５３１
の本体内の開口部１５２１を介してデッドボルト駆動シャフト１５３３を駆動することに
よって作動され、それによってデッドボルト１５３２をアンロック位置からロック位置に
（またはその逆に）移動させる。アイリス生体認識モジュール１５１４とドアロックアセ
ンブリ制御基板１５４０との間の（たとえばコネクタ１５２２による）電気通信リンクに
より、デッドボルト駆動シャフト１５３３の動作は、ドアロックアセンブリ制御基板１５
４０がアイリス生体認識モジュール１５１４から受信したアイリス一致判定信号に応じて
制御することができる。たとえば、図１に戻り、アイリス生体認識モジュール１５１４が
、対象の人間１４２４のアイリスの画像から導出した「アイリスコード」が参照アイリス
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コードの集合内のいずれのアイリスコードとも一致しないと判定した場合、ドアロックア
センブリコントローラ１５４０は、モータ１５３６を作動させて、デッドボルト駆動シャ
フト１５３３を介して、デッドボルト１５３２をロック位置に移動させることができる。
反対に、アイリス生体認識モジュール１５１４が、対象の人間１４２４のアイリスコード
が参照アイリスコードと一致すると判定した場合、ドアロックアセンブリコントローラ１
５４０は、モータ１５３６を作動させて、デッドボルト駆動シャフト１５３３を介して、
デッドボルト５１３２をアンロック位置に移動させる。もちろん、反対の機能は他の実施
形態でも実施される。すなわち、ドアロックコントローラ１５４０は、アイリスの一致が
検出された場合にデッドボルト１５３２がドア（たとえばドア１４１６）をロックし、ア
イリスの一致が検出されなかった場合にドア１４１６をアンロックするように構成されて
もよい。
【００８５】
　外側アセンブリ１５１０、アクセス制御構造１５２６、内側アセンブリ１５５２などの
ドアロックアセンブリ１５００の構成要素は、その構成要素の対応する機能に応じて適切
な材料で作られる（たとえば、プラスチック製、またはラッチ１５３０およびボルト１５
３２の場合はステンレス鋼または他の金属製など）。ドアロックアセンブリ１５００が完
全に組み立てられると、アイリス生体認識モジュール１５１４を含む図１５に示す構成要
素は、単一デバイスに収容される。この単一デバイスは、アクセス制御構造（たとえばド
ア）１４１６、または他の形態の入口／出口制御装置、あるいは他の任意のタイプの装置
もしくはシステムなど、アイリス生体認識技術の使用から利益を得ることができるものに
設けることができる。
【００８６】
　ここで、アイリス生体認識モジュール１５１４がより詳細に示された図１６－１７を参
照して説明する。図１６に示すように、組み立てられたとき、アイリス生体認識モジュー
ル１５１４は自己完結型の単一モジュールである。このように、アイリス生体認識モジュ
ール１５１４は、ドアロックアセンブリだけでなく、アイリス生体認識技術の応用から利
益を得ることができる任意の他の種類の装置、装置、物品、またはシステムに組み込むこ
とができる。アイリス生体認識モジュール１５１４は、アイリス生体認識コントローラ１
７２４が取り付けられた支持台１６１０を含む。たとえばポスト１６１２、１６１３、１
６１４、１６１６などの多数の支持ポストが（たとえば、対応する数のネジまたは他の留
め具１７３０、１７３１、１７３２、１７３３によって、ただし１７３３は図示せず）支
持台１６１０に結合されている。支持ポスト１６１２、１６１３、１６１４、１６１６は
、ピボットマウントベース１６１８に接続されてこれを支持する。
【００８７】
　アイリスイメージャアセンブリ１６２６および顔イメージャアセンブリ１６２８は、ピ
ボットマウントベース１６１８に結合され、それによって支持されている。いくつかの実
施形態では、アイリスイメージャアセンブリ１６２６および顔イメージャアセンブリ１６
２８は同じ装置であるか、または１つまたは複数の同じ構成要素（たとえば同じ撮影装置
）を利用する。しかし、一実施形態では、アイリスイメージャアセンブリ１６２６および
顔イメージャアセンブリ１６２８は、異なる構成要素を利用する別々のアセンブリである
。以下により詳細に説明されるように、顔イメージャアセンブリ１６２８は、広視野レン
ズを取り付けられた顔撮影装置１６４８を使用して、人間の被写体のデジタル画像、より
詳細には被写体の顔および目の画像を撮影する。一方、アイリスイメージャアセンブリ１
６２６は、狭視野レンズを取り付けられたアイリス撮影装置１６４４を使用して、人間の
被写体の眼のアイリスのデジタル画像を撮影する。いくつかの実施形態では、顔撮影装置
１６４８とアイリス撮影装置１６４４の両方が、異なるレンズを装備した、同じタイプの
イメージャ（たとえば、Ｏｍｎｉｖｉｓｉｏｎモデル番号ＯＶ０２６４３－Ａ４２Ａなど
のデジタルカメラ）を利用する。たとえば、顔撮影装置１６４８にはＳｅｎｖｉｅｗモデ
ル番号ＴＮ０１９２０Ｂが取り付けられ、アイリス撮影装置１６４４にはＪＡ　ＨＷＡ　
Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｃｏ．製のモデル番号ＪＨＶ－８Ｍ－８５が取り付けられる。
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他の実施形態では、アイリス撮影装置１６４４および顔撮影装置１６４８の機能を実行す
るために、（異なるレンズを有する２つのカメラの組み合わせではなく）単一の高解像度
イメージャ（たとえば１６＋メガピクセルデジタルカメラ）を広視野レンズとともに使用
してもよい。
【００８８】
　図示したアイリスイメージャアセンブリ１６２６は、軸１６２２によってピボットマウ
ントベース１６１８に旋回可能に連結されている。軸１６２２は、たとえばピボット溝１
６２０内に着脱自在に取り付けられる。ピボット溝１６２０は、ピボットマウントベース
１６１８内に画定される。アイリスイメージャアセンブリ１６２６の構成要素は、アイリ
スピボットマウントベース１６３０に取り付けられている。アイリスピボットマウントベ
ース１６３０は、軸１６２２および支持タブ１７３４に結合されている。支持タブ１７３
４は、ピボットリンク１７２８によってレバーアーム１７２６に結合されている。レバー
アーム１７２６は、制御アーム１７２２に連結されている。制御アーム１７２２は、モー
タ１７２０の出力軸の回転によって駆動される。モータ１７２０は、たとえば、磁気誘導
ブラシレスサーボモータのようなサーボモータ（たとえば、ＬＴＡＩＲモデル番号Ｄ０３
０１３など）として具現化することができる。モータ１７２０が動作すると、制御アーム
１７２２が回転し、レバーアーム１７２６の直線運動を引き起こして、支持タブ１７３４
の直線運動をもたらす。支持タブ１７３４の直線運動は、ピボット溝１６２０内で軸１６
２２を回転させる。モータ１７２０の出力軸の回転方向に応じて、この回転の結果生じる
ピボット溝１６２０内での軸１６２２の回転が、アイリスピボットマウントベース１６３
０をピボットマウントベース１６１８に対して一方向または他方向に傾斜させる。たとえ
ば、モータ出力軸の時計回りの回転は、アイリスピボットマウントベース１６３０を顔撮
影装置１６２８に向かって上向きの方向に傾斜させる。その逆も同様である。アイリスピ
ボットマウントベース１６３０のこのピボット能力は、小さい子供から高い大人までの範
囲の潜在的に広く変化する高さの人間の被写体（たとえば、人間の被写体１４２４）に適
応するように、アイリスイメージングアセンブリ１６２６の位置を機械的に調整すること
を可能にする。しかしながら、他の実施形態では、アイリスイメージャアセンブリ１６２
６はピボットマウントベース１６１８に対して静的であり、高さが大きく異なる人間の被
検体のアイリスを検出する能力は他の手段、たとえばソフトウェアによって、またはマウ
ントベース１６１８に結合されつつ垂直方向に配列された複数のアイリス撮影装置１６４
４の列によって、提供される。
【００８９】
　アイリスイメージャアセンブリ１６２６の構成要素は、アイリス撮影装置１６４４と、
アイリス撮影装置１６４４上に配置されるかまたはそれを覆うフィルタ１６４６と、それ
ぞれがアイリス撮影装置１６４４の近傍、たとえばそれぞれがアイリス撮影装置１６４４
の反対側、に配置された一対のアイリス照明アセンブリ１７１０、１７１２と、アイリス
照明アセンブリ１７１０、１７１２とアイリス撮影装置１６４４との間にそれぞれ配置さ
れた一対のバッフルまたはライトガイド１６３６、１６３８と、を含む。図示したアイリ
ス照明アセンブリ１７１０、１７１２のそれぞれは、１つまたは複数の赤外線光源、たと
えば赤外線発光ダイオード（ＬＥＤ）、を含む。例示的実施形態では、各アイリス照明ア
センブリ１７１０、１７１２は、「Ｎ」個の照明器１７１１を含み、Ｎは正の整数である
。例示的実施形態では両方のアイリス照明アセンブリ１７１０、１７１２についてＮ ＝ 
４であるが、必要であれば、またはアイリス生体認識モジュール１５１４の特定の設計に
とって望ましい場合には、Ｎはアセンブリ１７１０、１７１２ごとに異なってもよい。
Ｎ個の照明器の各組は、追加の光ガイドまたはシールド１７１４、１７１６によって境界
が定められている。拡散器１６３２、１６３４は、それぞれ、アイリス照明アセンブリ１
７１０、１７１２を覆っている。たとえば、拡散器１６３２、１６３４は、シールド１７
１４、１７１６に（たとえば、接着材料によって）それぞれ結合されてもよい。例示的実
施形態では、拡散器１６３２、１６３４は、照明器１７１１によって放射される光の固有
の不均一性（たとえば、不均一な照明）を補正する。この不均一性は、たとえば、照明器
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１７１１内の製造上の不規則性に起因し得る。より高品質の照明器（または異なる種類の
照明器）１７１１が使用される実施形態では、拡散器１６３２、１６３４は必要とされな
いことがある。
【００９０】
　本開示の目的には特に必要ではないが、図示したアイリスイメージングアセンブリ１６
２６は、可視光スペクトルの波長を有する光のエミッタ（たとえば有色光ＬＥＤ）として
具現化される一対の視覚的キュー（cue）イルミネータ１６４０、１６４２をさらに含む
。バッフル１６３６、１６３８およびシールド１７１４、１７１６は、照明アセンブリ１
７１０、１７１２（およびそれに関しては視覚的キューＬＥＤ１６４０、１６４２）によ
って放射される迷光がアイリス撮影１６４４の動作に干渉することを防止するように構成
される。すなわち、バッフル１６３６、１６３８およびシールド１７１４、１７１６は、
赤外光が照明アセンブリ１７１０、１７１２によって放射されたときに、アイリス撮影装
置１６４４が人間の被写体（たとえば人間の被写体１４２４）の眼によって反射される放
射光のみを確実にキャプチャするのを助ける。さらに、フィルタ１６４６は、アイリス撮
影装置１６４４のレンズを覆う。フィルタ１６４６は、さらに、あらゆる外部光がアイリ
ス撮影装置１６４４のレンズに入るのを阻止する。フィルタ１６４６は、たとえば、８４
０ｎｍナローバンドフィルタとして具体化されてアイリス撮影装置１６４４のレンズアセ
ンブリに埋め込まれてもよい。他の実施形態では、照明アセンブリ１７１０、１７１２用
に選択された照明器の種類に応じて、他の種類のフィルタを使用することができる。言い
換えれば、フィルタ１６４６の選択は、いくつかの実施形態では、照明アセンブリ１７１
０、１７２２の種類または構成に依存し得る。
【００９１】
　図示した顔イメージセンサアセンブリ１６２８は、顔撮影装置マウントベース１６３１
を含む。図示した顔撮影装置マウントベース１６３１は、ピボットマウントベース１６１
８に枢動不能に結合されている。しかしながら、他の実施形態では、顔撮影装置マウント
ベース１６３１は、アイリス生体認識モジュール１５１４の特定の設計によって望まれる
または必要とされるように、ピボットマウントベース１６１８に枢動可能に結合されても
よい（たとえば、顔イメージャアセンブリ１６２８およびアイリスイメージャアセンブリ
１６２６は両方ともピボットマウント１６３０に取り付けられてもよい）。顔イメージセ
ンサアセンブリ１６２８は、顔撮影装置１６４８と、顔イメージセンサアセンブリ１６２
８に隣接して位置する顔照明アセンブリ１６５０とを含む。アイリス生体認識モジュール
１５１４が（ドア１４１６のような）垂直構造に取り付けられたときに、顔イメージャア
センブリ１６２８がアイリスイメージャアセンブリ１６２６の鉛直方向情報に位置するよ
うに、顔イメージセンサアセンブリ１６２８およびアイリスイメージャアセンブリ１６２
６が例示的に配置されている。言い換えれば、顔イメージャアセンブリ１６２８がピボッ
トマウントベース１６１８の第１の端部に隣接して配置され、アイリスイメージャアセン
ブリ１６２６が第１の端部と反対側にある他の端部に隣接して配置されるように、顔イメ
ージャアセンブリ１６２８およびアイリスイメージャアセンブリ１６２６が配置される。
【００９２】
　顔撮影装置１６４８は、ブラケット１６３３によって顔撮影装置マウントベース１６３
１に固定される。顔照明アセンブリ１６５０は、凹形状の照明マウントベース１７４０に
取り付けられた１つまたは複数の赤外光源１６４９（たとえば、赤外ＬＥＤ）を含む。例
示的実施形態では、顔照明アセンブリ１６５０は、「Ｎ」個の照明器１６４９を含み、こ
こで、Ｎは正の整数（たとえばＮ＝４）である。マウントベース１７４０の構成は、捕捉
区域の所望の部分（たとえば、人間の被検体１４２４の予想母集団の目の高さの垂直方向
の高さＨ１の範囲）を照明するために、照明器１６４９を互いに角度をつけて配置するこ
とを可能にする。顔照明アセンブリ１６５０の照明器１６４９およびアイリス証明アセン
ブリ１７１０、１７１２の照明器１７１１はそれぞれ、高出力８４０ｎｍ赤外線エミッタ
（たとえば、ＯＳＲＡＭ　Ｏｐｔｏ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓから入手可能なモデ
ル番号ＯＶ０２６４３－Ａ４２Ａ）として具現化され得る。
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【００９３】
　図示したアイリス生体認識コントローラ１７２４は、マイクロプロセッサ（たとえば、
Ｆｒｅｅｓｃａｌｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒから入手可能なモデル番号ＭＣＩＭＸ
６５５ＥＶＭ１０ＡＣ）を含む集積回路基板として具体化される。アイリス生体認識コン
トローラ１７２４は、単独で、またはアイリス生体認識モジュール１５１４の他の構成要
素と組み合わせて、顔照明アセンブリ１６５０、顔撮影装置１６４８、アイリス照明アセ
ンブリ１７１０、１７１２、およびアイリス撮影装置１６４４の動作を制御および調整す
るように構成される。
【００９４】
　図１８には、アイリスバイオメトリック対応アクセス制御システムの実施形態１８００
が示されている。アイリスバイオメトリック対応アクセス制御システム１８００は、アイ
リス生体認識モジュール１５１４の動作中に作成され得る環境１８１０（たとえば、物理
的および／または仮想的実行または「ランタイム」環境）のもと（in the context of an
 environment 1810）で示されている。環境１８１０に示すように、上述のハードウェア
構成要素に加えて、アイリス生体認識モジュール１５１４は、それぞれが機械可読な命令
、モジュール、データ構造、および／または他の要素として実現されるいくつかのコンピ
ュータプログラム構成要素１８１８を含む。これらの構成要素は、たとえば、制御基板１
７２４のメモリ内のコンピュータハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、または
それらの組み合わせとして実現することができる。
【００９５】
　アイリス生体認識モジュールのコンピュータプログラム構成要素１８１８は、アイリス
画像撮影モジュール１８２０を含む。図示したアイリス画像撮影モジュール１８２０は、
顔検出モジュール１８２２と、アイリス検出モジュール１８２４と、顔／アイリス撮影装
置制御モジュール１８２６と、を含む。動作中、顔／アイリス撮影装置制御モジュール１
８２６は、追跡捕捉区域１８０２に入ってくるまたはその中に位置する人間の被写体１８
０４のデジタル画像を撮影するため、顔撮影装置制御信号１８４２を顔／アイリス撮影装
置制御１８１２に送信することにより顔／アイリス撮影装置１８１２（たとえば、顔撮影
装置１６４８および／またはアイリス撮影装置１６４４）を制御する。いくつかの実施形
態において、アイリス生体認識モジュール１５１４は、追跡捕捉区域１８０２内の人間の
被写体１８０４を検出することができるモーションセンサを備えていてもよい。これらの
実施形態では、顔／アイリス撮影装置制御モジュール１８２６は、モーションセンサから
受信した動き検出信号に応答して、顔／アイリス撮影装置１８１２の動作を開始させるこ
とができる。他の実施形態では、顔／アイリス撮影装置１８１２の視野内の顔を認識する
画像処理ルーチンを使用して、人間の被写体１８０４の存在を検出することができる。上
述のように、アイリス生体認識モジュール１５１４は、動いている対象を撮影したアイリ
ス画像、および／またはアイリス撮影装置からたとえば４５ｃｍよりも離れた距離にある
対象から撮影されたアイリス画像を利用することができる。
【００９６】
　図示した顔検出モジュール１８２２は、顔認識アルゴリズム（たとえばＯｐｅｎＣＶの
ＦａｃｅＲｅｃｏｇｎｉｚｅｒ）を実行して、顔／アイリス撮影装置１８１２によって（
たとえば広視野カメラによって）撮影された画像が人間の顔を含むかどうかを判定する。
顔検出モジュール１８２２が人間の顔を検出した場合、顔検出モジュール１８２２は、顔
の位置１８４８、たとえばキャプチャされた画像内の検出された顔の境界ボックス座標を
返す。顔検出に応答して、顔／アイリス撮影装置制御モジュール１８２６は、検出された
顔のアイリスの画像を取り込むように顔／アイリス撮影装置１８１２を設定する。これを
行うために、図示した顔／アイリス撮影装置制御モジュール１８２６は、検出された顔の
境界ボックス座標にもとづいて、アイリスイメージャアセンブリ１６２６を傾けるための
傾斜角度を計算することができる。これは、顔／アイリス撮影装置１８１２の位置および
視野が分かっている場合、顔／アイリス撮影装置１８１２から検出された顔までの直線距
離を概算することによって行うことができる。たとえば、顔／アイリス撮影装置１８１２
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の適切な傾斜角は、顔／アイリス撮影装置１８１２の位置と、検出された顔のバウンディ
ングボックスの上端と下端とを接続して形成される三角形の幾何学的形状から導くことが
できる。
【００９７】
　顔／アイリス撮影装置１８１２の傾斜角が決定されると、求められた顔／アイリス撮影
装置１８１２の傾斜角を達成するよう、顔／アイリス撮影装置制御モジュール１８２６は
モータ１７２０を動作させる。顔／アイリス撮影装置１８１２が検出された顔に対して適
切に位置すると、アイリス検出モジュール１８２４は、目・アイリス検出アルゴリズム（
たとえば図１－１３を参照して上述したアルゴリズム）を実行することによって、人間の
顔の上の目の位置を特定してから目のアイリスの位置を特定する。アイリス検出モジュー
ル１８２４からアイリス位置情報１８５０を受けると、顔／アイリス撮影装置制御モジュ
ール１８２６は、アイリス撮影装置制御信号１８４２を顔／アイリス撮影装置１８１２に
送信することによって、アイリスの画像を取り込むプロセスを開始する。これらのアイリ
ス検出および画像撮影プロセスは、たとえば図１－１３を参照して上述した技法を使用し
て実行することができる。
【００９８】
　検出された人物の顔およびアイリスの画像を取り込む際に、アイリス画像撮影モジュー
ル１８２０は、顔／アイリス照明制御モジュール１８２８と協調して、顔／アイリス撮影
装置１８１２と顔／アイリス照明器１８１８とを、たとえば同期信号１８５２により同期
させるなどして連動させる。顔画像撮影プロセス中、制御モジュール１８２６、１８２８
は、顔照明アセンブリ１６５０の動作を顔撮影装置１６４８による顔画像の撮影と同期さ
せる。これは、周囲の照明条件に関係なく、顔画像の一貫した品質を保証するのに貢献す
る。言い換えれば、顔画像撮影と顔照明アセンブリ１６５０の動作との連動は、可視光で
はなく赤外光を使用しているものの、従来のフラッシュ写真撮影に類似している。さらに
、アイリス画像を取り込むプロセスの間、制御モジュール１８２６、１８２８は、アイリ
ス照明器１８１６（たとえば、アイリス照明アセンブリ１７１０、１７１２）の動作を、
アイリス撮影装置１６４４によるアイリス画像の取り込みと同期させる。被写体１８０４
が動いている可能性に対処するために、アイリス撮影装置制御モジュール１８２６は、複
数の（たとえば１０－１５以上の）アイリスの画像が迅速に連続して（たとえば毎秒約５
フレームの範囲のシャッター速度で）撮影される焦点スイープ技術を使用して、アイリス
撮影装置１６４４を動作させる。同時に、アイリス照明制御モジュール１８２８は、同じ
速度／周波数でアイリス照明器１７１０、１７１２をパルス／ストロボする。これは、周
囲の照明条件や、被写体が動いているかどうか、あるいはアイリスに対する視野が妨げら
れているか歪んでいるかなどにかかわらず、少なくとも1つの良質なアイリス画像を確実
に得るのに貢献する。言い換えれば、アイリス画像撮影とアイリス照明器１７１０、１７
１２の動作との連動は、アイリスの画像がアイリス照明器１７１０、１７１２によるパル
ス／ストロボが完了した後ではなく（そしてまた、可視光ではなく赤外線照明器を用いて
）パルス／ストロボと同時に撮られることを除いて、伝統的な「赤目軽減」フラッシュ写
真撮影に類似している。
【００９９】
　アイリス画像撮影モジュール１８２０は、結果として得られたアイリス画像１８５４を
アイリス画像処理／マッチング部１８３０に出力するか、利用可能にする。アイリス画像
処理／マッチング部１８３０は、たとえばまぶたとまつげを描写する画像の部分を除去し
、拡大された瞳孔を調整し、たとえば図１－１３を参照して上述した方法で「アイリスコ
ード」を生成して、画像を処理する。アイリス画像処理／マッチング部１８３０は、処理
されたアイリス画像１８５４またはその使用可能な部分またはアイリスコードを、参照画
像データ１８３６と比較して、キャプチャされたアイリス画像１８５４のいずれかが参照
画像１８３６に格納された画像と一致するかどうか判定する。参照画像データ１８３６は
、たとえば登録手順によって事前に取得されたアイリス画像サンプルおよび／または関連
データを含む。アイリス画像１８５４が参照画像データ１８３６内の画像のいずれとも一
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致しない場合、アイリス画像処理／マッチング部１８３０は登録手順を開始してもよい。
すなわち、アイリス生体認識モジュール１５１４は、特定の実施形態のために必要である
かまたは所望であれば、デバイスにおいて直接アイリス画像登録を実行するように構成さ
れ得る。これを行うため、アイリス画像処理／マッチング部１８３０は、収集されたアイ
リス画像１８６２をアイリス画像登録部１８３４に渡す。登録プロセスを完了するために
、図示したアイリス画像登録部１８３４は、１つまたは複数の参照画像候補１８６２に対
して画質解析を実行することができる。画像品質分析が、画像が参照画像としての使用に
適していることを示している場合、アイリス画像を参照画像データ１８３６に追加しても
よい。画質分析を実行する際に、アイリス画像登録部１８３４は、画像に写っているアイ
リスの量（たとえば人が目をくらませたりまばたきしたりしていない）、画像の鮮明さ、
あるいは画像の中のアーティファクトの数（たとえばまつげの数、鏡面反射光など）、様
々な異なる画質要因を分析することができる。
【０１００】
　アイリス画像処理／マッチング部１８３０によって実行されるアイリス画像処理および
マッチングの結果として、アイリス生体認識モジュール１５１４は、アイリス一致判定１
８５６を出力するか、利用可能にする。アイリス一致判定１８５６は、単純な「ポジティ
ブ」または「ネガティブ」表示として具体化してもよいし、他の情報（一致したアイリス
画像に関連する個人識別情報など）を代替的にまたは追加的に含めてもよい。図示したア
クセス制御システム１８００では、アクセス制御部１８３２（たとえばドアロックコント
ローラ１５４０）は、たとえばコンピュータプログラムロジックとして符号化されたビジ
ネスロジックを実行して、アクセス制御システム１８００がアイリス一致判定データ１８
５６にどのように応答すべきか、または応答すべきか否かをも、決定する。たとえば、ア
クセス制御システム１８００は、（モータ１５３６などの）アクセス制御機構にロック信
号またはロック解除信号を送信することができる。代替的にまたは追加的に、アクセス制
御部１８３２は他の装置またはシステムに電子通知を発行することができる。たとえば、
アクセス制御部１８３２は、建物のセキュリティシステムに警報を送ってもよいし、同じ
施設内の他のドアロックアセンブリにロック信号を送信してもよい。また、アクセス制御
部１８３２は、アイリス一致判定１８５６に応じて、デバイスの他の特定の電子機能を有
効または無効にしてもよい。一例として、アクセス制御部１８３２は、肯定的なアイリス
一致結果に応じて、たとえば肯定的なアイリス一致結果に関連付けられた個人プロファイ
ル情報にもとづいて、自動車のドアのロックを解除し、車両インフォテインメント（vehi
cle infotainment）システムの機能を設定することができる。同様に、アクセス制御部１
８３２は、否定的なアイリス一致結果に応じて、金庫、酒の保管庫や冷蔵庫を施錠し、住
宅所有者の個人用電子機器（たとえばスマートフォンまたはタブレットコンピュータ）に
通知を送信することができる。
【０１０１】
　図１９には、アイリス生体認識モジュール１５１４の１つまたは複数の構成要素によっ
て実行可能な方法１９００の一例が示されている。方法１９００は、アイリス生体認識モ
ジュール１５１４および／またはアイリス生体認識モジュール１５１４と通信可能な１つ
もしくは複数の他のシステムもしくはシステムの、ハードウェア、ソフトウェア、ファー
ムウェア、またはそれらの組み合わせで実現され得るコンピュータ化プログラム、ルーチ
ン、論理および／または命令として具現化され得る。ブロック１９１０において、アイリ
ス生体認識モジュール１５１４は、アイリス生体認識モジュール１５１４に接近している
人間を検出する。これを行うために、モジュール１５１４は、広視野カメラ（たとえば顔
撮影装置１６４８）から受信した信号を分析してもよいし、アイリス生体認識モジュール
１５１４の捕捉区域を監視しているモーションセンサから受信した信号を分析してもよい
。ブロック１９１２において、モジュール１５１４は、地面とアイリス生体認識モジュー
ル１５１４に対する接近対象の顔および目の位置を特定する。これを行うために、モジュ
ール１９１４は、ブロック１９１４において、人間の被写体、より具体的には被検体の顔
、が検出される領域を（赤外光で）照明するように顔照明器１６４９を制御することがで
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きる。
【０１０２】
　被写体（対象）の顔が突き止められると、ブロック１９１６において、モジュール１５
１４は、接近している対象の眼球のアイリスの画像を収集するようにアイリス撮影装置１
６４４を設定する。上述のように、アイリス撮影装置を設定することは、アイリス撮影装
置が取り付けられている台を傾けるようにモータを動作させることを含み得る。代替とし
て、設定は、たとえばレンズフォーカスやアイリス撮影装置の視野を制御するソフトウェ
アで実行されてもよい。いずれにせよ、ブロック１９１６の手順では、アイリス撮影装置
を接近する被写体の目（またはより詳細にはアイリス）と位置合わせする。
【０１０３】
　いくつかの実施形態では、ブロック１９１８において、モジュール１５１４は、視覚的
キュー照明器１６４０、１６４２を作動させて、対象の注意または視覚的焦点をアイリス
生体認識モジュール１５１４に向けるよう試みる。視覚的キュー照明器１６４０、１６４
２は、通常、被写体の眼をアイリスカメラと一致させるために、被写体の顔が検出されて
アイリス撮像装置が設定された（たとえば機械的に位置決めされた）後に起動される。
【０１０４】
　被写体の顔および目が検出されると、アイリス生体認識モジュール１５１４はループ１
９２０に入り、モジュール１５１４はアイリス照明器とアイリス撮影装置の動作を連動さ
せ、すばやい連続撮影でアイリスの複数の画像を取得する（たとえば、アイリス撮影装置
のフレームレートおよびアイリス照明器の短期間のパルス周波数は連動／同期されている
）。より具体的には、ブロック１９２２において、モジュール１５１４は、アイリス照明
器アセンブリに短パルスの高強度赤外光を発生させる。図１－１３を参照して上述したよ
うに、モジュール１５１４のいくつかの実施形態では、所定の信号対雑音（Ｓ ／ Ｎ）比
を維持するために、ストロボ照射中の照明源の平均放射照度を安全しきい値以下に維持し
つつ、ストロボの間に照明源（たとえば照明器１７１１）の光強度を増加させる。実質的
に同時に、モジュール１５１４は、（たとえば「焦点スイープ」技術を使用して）アイリ
ス撮影装置にパルス照射されたアイリスの一連の画像を撮影させる。すなわち、アイリス
画像の撮影は、短い高強度の照射パルスと実質的に一致するようにタイミングがとられ、
その結果、対象が動いている場合でも対象に対して「フリーズ」効果が生じる。他の実施
形態では、焦点スイープ技術にかえて、たとえば、対象が所定時間静止している場合には
目標スポットへのオートフォーカス、または大きな固定焦点領域を提供する固定レンズを
使用することができる。
【０１０５】
　ブロック１９２６において、モジュール１５１４は、キャプチャされたアイリス画像が
登録目的に使用される候補であるかどうかを判定する。アイリス画像が登録に使用される
候補である場合、ブロック１９２８において、モジュール１５１４は、その画像に対して
アイリス画像品質分析を実行し、品質分析が成功した場合、アイリス画像の参照データベ
ースを更新する。
【０１０６】
　ブロック１９３０、１９３２、および１９３４において、モジュール１５１４は、たと
えば図１－１３を参照して上述した技法に従って、アイリス画像処理およびマッチングを
実行する。ブロック１９３０において、モジュール１５１４は、画像内に描かれたアイリ
スの画質、サイズ、および／または他の要因にもとづいて、キャプチャされたアイリス画
像のサブセットをマッチング用に選択する。ブロック１９３２において、モジュール１５
１４は、（たとえば上述したセグメンテーション技術を使用して）ブロック１９３０にお
いて選択されたアイリス画像の部分のうちの使用可能部分を識別する。いくつかの実施形
態では、アイリス画像の「使用可能部分」はアイリスコードに対応する。ブロック１９３
４において、モジュール１５１４は、ブロック１９３２において識別されたアイリス画像
の使用可能部分を１つまたは複数の参照画像（たとえば参照画像１８３６）と比較する。
ブロック１９３６において、モジュール１５１４は、ブロック１９３４において実行され
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た比較がアイリスの一致をもたらすかどうかを判定する。
【０１０７】
　モジュール１５１４によって決定される「アイリスの一致（アイリスマッチ）」は、と
りわけ、取り込まれたアイリス画像が特定の人物の既知のアイリス画像に対応する確率を
表す数値スコアを参照することができる。「アイリスマッチ」パラメータは調整可能であ
り、たとえばモジュール１５１４の特定の実装の精度要請（たとえば、既知の対象の個性
と一致するとして対象を許容するためのテストがどれほど厳格であるか）にもとづいて設
定することができる。図１－１３を参照して上述したように、図示したモジュール１５１
４は、撮影されたアイリス画像を表すアイリスコードと参照アイリス画像を表すアイリス
コードとの間のハミング距離を計算する。情報理論では、等しい長さの２つの文字列間の
ハミング距離は、対応する文字が異なる位置の数を表す。換言すれば、ハミング距離は、
ある文字列を別の文字列に変換するのに必要な最小置換数、またはある文字列を別の文字
列に変換したエラー数を測定している。したがって、たとえばモジュール１５１４が０．
３５のハミング距離を使用する場合、それは１：１３３，０００の他人誤認率に対応する
。同様に、モジュール１５１４が０．２８のハミング距離を使用するように構成されてい
る場合、他人誤認率は１：１０Ｅ＋１１である。
【０１０８】
　モジュール１５１４がブロック１９３６においてアイリスが一致すると判定した場合、
ブロック１５３８において、モジュール１５１４は、肯定的な一致のためのアクセス制御
ロジック（たとえばドア１４１６のロック解除）を開始するために、アクセス制御アセン
ブリによって使用され得る一致信号を出力する。ブロック１９３６においてアイリスの一
致がないとモジュール１５１４が判断した場合、モジュール１５１４は、否定的な一致の
ためのアクセス制御ロジック（たとえばドア１４１６のロック）を開始するために、アク
セス制御アセンブリによって使用されうる「一致しない」信号を出力する（または信号が
ないことを一致しない旨の指示として使用することもできる）。
【０１０９】
（使用場面例）
　本開示技術は、ある場所にいる、対象物にアクセスする、施設に入るなどのユーザおよ
び／または対象が、様々な理由によりその時にその場所で正確に認証、検証、識別、また
はバイオメトリック記録されることができれば有益である多数の用途が存在する。これら
の実例の多くは、その時には人物が誰であるかをわかっている必要がない。今日まで、こ
れは、バイオメトリック記録を作成することおよび／またはユーザまたは対象を既存のテ
ンプレートに正確に一致させることの面倒な性質のために不可能であった。
【０１１０】
　今日、ある時点におけるある場所での個人の存在をリアルタイムに文書化／記録するこ
とは、通常、複数の質疑を介して他の人によって視覚的に識別された個人、および／また
は個人によって提示されたパスポート、運転免許証、従業員バッジなど（これは検証され
ている必要がある）などの信用証明書を検査する人、あるいはその場所でその個人のビデ
オまたは写真を記録する人によって管理されている。これらのアプローチのどれも、完全
に正確ではない。信用証明書を検査するプロセスは、提示された信用証明書を検証するに
すぎず、これらの信用証明書を保持している人物が実際に信用証明書に記載されている人
物であることを検証するものではない。さらに、ビデオや写真は、特定の場所にいる人物
の存在を不正確に記録またはごまかすために簡単に操作されてしまう。
【０１１１】
　眼のセーフリミットを超える連続波のストロボ照明を使用するアイリスバイオメトリッ
ク収集装置（固定式または移動式電子装置などの別の種類の装置に組み込まれてもよい）
を使用してユーザまたは対象の存在を記録可能とする機能は、まさにその人物がその場所
にいた、アイテムにアクセスした、サービスを使用した、または特定の時間に利益を得た
という文書化を許可しうる。眼のセーフリミットを超える連続波のストロボ照明の使用は
、すべての照明条件（屋内、屋外、明るい日光、極端な暗さ）で、対象またはユーザが静
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止していることを必要とせずにバイオメトリック画像の収集を可能にする。既存のバイオ
メトリックアイリス読み取り装置とは異なり、本開示装置は、装置に最新のデータを維持
するために有線および／または無線接続を備えることができる。生体認証を有効にするた
めにアイリスを使用することは、指紋のように対象に触れることなく身元を決定すること
を可能にし、他の生体識別モダリティより邪魔にならない。本明細書に開示された実施態
様は、秘密裏の動作を含め、協力的または非協力的な被写体についての高品質記録の収集
を可能にする。特定の時間にある場所でその人のアイリスを記録することは、その特定の
人が特定の場所にいたことの検証可能な証明として利用することができる。関連する位置
情報も（たとえば全地球測位システムまたは携帯端末の位置基準のシステムによって）取
得することができ、アイリス画像および／または関連情報とともに記憶することができる
。本開示のバイオメトリック収集デバイスは、単独で使用されてもよく、または複数レベ
ルの認証が望まれる場合、他の収集および認証技術（たとえばＰＩＮ、パターン、異なる
バイオメトリック）とあわせて使用されてもよい。
【０１１２】
　特定の時間にその場所への人の存在またはアクセスを記録／記録する機能が動作するイ
ベント、活動または場所の例は以下の通りである：金庫と貸し金庫；遊園地；動物タグ付
けおよびトラッキング（家庭内、野外、水中など）；電化製品（冷凍器、オーブン、運動
器具）；介護施設；自動預金受払機；自動ゲート制御；素性調査；献血者／赤十字；証券
口座；カジノ；現金化業者；子どもデイケア施設；商用出荷設備；観光船；データセンタ
ー保管庫；解毒センター；ドキュメント検査アクティビティ；ドライバー車両登録；薬物
検査収集場所；娯楽設備（クラブ、劇場、コンサート・ホール、スカイボックス、競技場
など）；エンタイトルメント・プログラム・アクティビティ；ｅｚパス認可；消防演習；
イベントを保守する第１応答者；銃へのアクセス；山小屋；ヘルスクラブ／体育館／鉱泉
地；病院；ホテル／モーテル；保険金請求の確認；大規模な臨床研究；法執行アクティビ
ティ；ライブラリ；医学の研究所（探究／検査（labcorp））；採掘作業；仮釈放トラッ
キング；患者の病歴；ペイ・パー・ユース；刑務所；財産保管場所；コンピュータ利用者
のリアルタイム監視；避難トラッキング；リハビリテーション・クリニック；リゾート；
小売業務；学校；顧客忠誠心；スキーリフト；スポーツイベント；税金の準備および支払
いサービス；遠隔医療サービス；見本市／協議会；サービスマンの検証；車両管理；投票
と申し立て；労働力管理、または他のもの。
【０１１３】
（実施例）
　図２０には、アイリス生体認識可能化システム２０００の概略的なブロック図が示され
ている。図示した実施形態２０００は複数の構成要素および装置を含む場合の例が示され
ているが、システム２０００は単独でまたは他の装置と組み合わせて単一の装置を構成す
ることができる。システム２０００は、アイリス生体認識モジュール２０１０、アイリス
生体情報制御機構２０５０、１つまたは複数の他のデバイスおよび／またはシステム２０
６２、ならびにサーバ装置２０７０を含む。デバイス／システム２０１０、２０５０、２
０６２、２０７０のそれぞれまたはいずれかは、１つまたは複数の電子通信リンク２０４
８を介して互いに通信することができる。
【０１１４】
　システム２０００またはその一部は、図示したように複数のコンピューティングデバイ
スにわたって分散され得る。しかしながら、他の実施形態では、システム２０００の全て
の構成要素は、たとえばアイリス生体認識モジュール２０１０または装置２０５０、２０
６２、２０７０のうちの１つに配置されてもよい。いくつかの実施形態では、システム２
０００の一部を他のシステムまたはコンピュータアプリケーションに組み込むことができ
る。そのようなアプリケーションまたはシステムは、たとえば市販の既成品（ＣＯＴＳ）
または特注開発の、カメラ、オペレーティングシステム、認証システム、またはアクセス
制御システムを含み得る。本明細書で使用されるとき、「アプリケーション」または「コ
ンピュータアプリケーション」は、とりわけ、ソフトウェア、ハードウェア、またはそれ
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らの組合せで実装されるかどうかにかかわらず、任意のタイプのコンピュータプログラム
またはコンピュータプログラムのグループを指すことができ、自己完結型、垂直型、およ
び/または市販のパッケージソフトウェアアプリケーション、分散型およびクラウドベー
スのアプリケーションなどを含む。コンピュータアプリケーションの一部は、ファームウ
ェアとして、またはオペレーティングシステム、ランタイムライブラリ、アプリケーショ
ンプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）の１つまたは複数の構成要素として、また
は自己完結型ソフトウェアアプリケーションとして、または他のソフトウェアアプリケー
ションのコンポーネントとして、実装することができる。
【０１１５】
　図示したアイリス生体認識モジュール２０１０は、少なくとも１つのプロセッサ２０１
２（たとえばマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタルシグナルプロセッサ
など）、メモリ２０１４、および入出力（Ｉ／Ｏ）サブシステム２０１６を含む。モジュ
ール２０１０は、本明細書に記載されている機能を実行することが可能な任意の種類の電
子デバイスまたは電気機械デバイスとして実施することができる。具体的には示していな
いが、Ｉ／Ｏサブシステム２０１６は、とりわけ、Ｉ／Ｏコントローラ、メモリコントロ
ーラ、および１つまたは複数のＩ／Ｏポートを含むことができる。プロセッサ２０１２お
よびＩ／Ｏサブシステム２０１６は、メモリ２０１４に通信可能に接続されている。メモ
リ２０１４は、固定および／または取り外し可能なメモリ装置（たとえばランダムアクセ
スメモリの一形態としての揮発性メモリ、またはランダムアクセスメモリと読み取り専用
メモリとの組み合わせ、またはＳＤカードなどのメモリカード、メモリスティック、ハー
ドドライブ、および／またはその他など）を含む任意の種類の適切なコンピュータメモリ
装置として具現化され得る。
【０１１６】
　Ｉ／Ｏサブシステム２０１６は、いくつかのハードウェア構成要素および／またはソフ
トウェア構成要素に通信可能に結合される。この種のハードウェア構成要素および／また
はソフトウェア構成要素は、図１８に示すコンピュータプログラムコンポーネント１８１
８またはその一部、照明器２０３０（たとえば顔およびアイリス照明器１８１６）、撮影
サブシステム２０３２（これは互いに独立した顔およびアイリス撮像器２０３４、２０３
６を含み得る）、モータ２０３８、および１つまたは複数の運動および／または位置セン
サ２０４０を含む。本明細書で使用されるとき、「撮影装置」または「カメラ」は、実世
界環境の一部の二次元（２Ｄ）または三次元（３Ｄ）静止画またはビデオ画像を取得およ
び記録することができる任意のデバイスを指すことができる。また、「撮影装置」または
「カメラ」は、１つ以上の固定カメラパラメータを有するカメラおよび／または１つ以上
の可変パラメータを有するカメラ、固定位置カメラ（壁または天井に設置される「スタン
ドオフ」カメラなど）、および／またはモバイルカメラ（たとえばラップトップコンピュ
ータ、スマートフォン、タブレットコンピュータ、ウェアラブル電子機器などの民生用電
子機器と統合されているカメラ）を含み得る。
【０１１７】
　Ｉ／Ｏサブシステム２０１６はまた、１つまたは複数のデータ記憶部２０２０、通信サ
ブシステム２０２８、ユーザインターフェースサブシステム２０４２、および電源２０４
４（たとえば電池）に通信可能に結合されている。ユーザインターフェースサブシステム
２０４２は、たとえば、ハードウェアまたはソフトウェアのボタンまたはアクチュエータ
、キーパッド、表示装置、視覚的キュー照明器、および／またはその他を含み得る。上述
の構成要素および／またはシステムのそれぞれは、モジュール２０１０と統合されてもよ
いし、（たとえばネットワークまたはバス接続を介して）Ｉ／Ｏサブシステム２０１６と
通信する別個の構成要素またはシステムあってもよい。いくつかの実施形態では、ＵＩサ
ブシステム２０４２は、上述のアイリス画像登録プロセスを開始するためのプッシュボタ
ンまたはプッシュボタンと似た機構を含む。他の実施形態では、アイリス画像登録プロセ
スは、モジュール２０１０の外部、たとえばデスクトップコンピューティング装置などの
別の装置で行われる。代替的にまたは追加的に、アイリス画像登録機能は、「中央」モジ
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ュールまたはサーバコンピュータで提供され、次いで、たとえば通信ネットワークを介し
て、他のモジュール２０１０に与えられてもよい。たとえば、アクセス制御アプリケーシ
ョンでは、登録処理は施設または警備センターへの正面玄関で行われてもよい。特権（pr
ivileges）は、中央のモジュールまたはサーバで決定してから、施設内の個々のドアロッ
クアセンブリに送出され、あるいはダウンロードされる。
【０１１８】
　データ記憶部２０２０は、１つまたは複数のハードドライブまたは他の適切なデータ記
憶装置（たとえばフラッシュメモリ、メモリカード、メモリスティック、および／または
他のもの）を含み得る。いくつかの実施形態では、データまたは格納された情報を含むシ
ステム２０００の部分は、少なくとも一時的に記憶部２０２０に存在する。この種のデー
タまたは格納された情報は、参照画像のデータベース１８３６、アイリスマッチングデー
タ／規則２０２４（たとえばアイリスマッチングがいつ生じたか、およびアイリス一致が
生じたときまたは生じないときに何をすべきかを決定するためのアクセス制御ロジックま
たはビジネスロジック）、アイリス撮影装置設定データ／規則２０２６（たとえばマッピ
ングテーブルまたはアイリス撮影装置の傾斜角をモータ制御パラメータにマッピングする
ための関数）、および／または他のデータを含む。たとえばアイリス画像データベース２
０２２、アイリスマッチングデータ／規則２０２４、アイリス撮影装置設定データ／規則
２０２６、および／または他のデータなどのシステム２０００の一部は、より速い処理の
ためまたは他の理由のために、モジュール２０１０の動作中にメモリ２０１４にコピーさ
れてもよい。
【０１１９】
　通信サブシステム２０２８は、モジュール２０１０を、たとえば１つまたは複数の他の
装置、またはシステム、またはたとえばローカルエリアネットワーク、ワイドエリアネッ
トワーク、パーソナルクラウド、エンタープライズクラウド、パブリッククラウド、およ
び／またはインターネットなどの通信ネットワークに通信可能に結合する。したがって、
通信サブシステム２０２８は、モジュール２０１０の特定の実施形態の仕様および／また
は設計に従って必要とされれば、データバス、データリンク、１つまたは複数の有線また
は無線ネットワークインターフェースソフトウェア、ファームウェア、またはハードウェ
アを含んでもよい。
【０１２０】
　アイリス生体情報制御機構２０５０、他の装置／システム２０６２、およびサーバ装置
２０７０はそれぞれ、上述の種類の装置または他の電子装置のうちのいずれかなどの、本
明細書に記載の機能を実行可能な任意の適切な種類のコンピューティング装置、電子装置
、または電気機械装置として実施することができる。たとえば、いくつかの実施形態では
、サーバ装置２０７０は、参照画像１８３６、アイリスマッチングデータ／規則２０２４
、および／またはアイリスイメージャ構成データ／規則２０２６をデータ記憶部２０８０
に記憶させることによって、またはモジュール２０１０の他の機能を実行することによっ
て、アイリス生体認証コンピュータプログラムコンポーネント１８１８の「バックエンド
」部分として動作することができる。一般に、上述のモジュール２０１０の構成要素（た
とえばプロセッサ２０７２、メモリ２０７４、Ｉ／Ｏサブシステム２０７６）と同様の名
称を有するサーバ装置２０７０の構成要素も同様に具体化することができる。図示された
サーバ装置２０７０はまた、ユーザインターフェースサブシステム２０８２、通信サブシ
ステム２０８４、およびアイリス画像登録システム２０７８（上述のアイリス画像登録部
１８３４と同様に、登録目的でアイリス画像をキャプチャし評価することができる）を含
む。
【０１２１】
　さらに、機構／デバイス／システム２０５０、２０６２のそれぞれは、モジュール２０
１０および／またはサーバ装置２００４、または別の種類の電子装置（携帯用電子機器、
組み込みシステム（たとえば車両インフォテインメントシステムまたはスマートアプライ
アンスシステム）など）に関連して上述したものと同様の構成要素を含むことができる。
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たとえばアイリス生体情報制御機構２０５０は、１つまたは複数のプロセッサ２０５２、
メモリ２０５４、Ｉ／Ｏサブシステム２０５６（プロセッサ２０１２、メモリ２０１４、
Ｉ／Ｏサブシステム２０１６と同様）、オンボード電源２０５８（たとえばバッテリ）、
および、（たとえばモジュール２０１０によって行われたアイリス一致判定に応答してア
クセス制御ロジックを実行するために）アクセス制御部１８３２を含む。システム２００
０は、説明を明確にするために図２０には図示していない他の構成要素、サブ構成要素、
およびデバイスを含み得る。一般に、システム２０００の構成要素は、図２０に示すよう
に１つまたは複数の電子通信リンク２０４８によって通信可能に結合されている。電子通
信リンク２０４８はたとえば信号の経路であり、それぞれの装置と構成要素との間の通信
を促進することができる任意の種類の有線または無線信号経路として実現される。この通
信は、直接接続、公衆および／または私設ネットワーク接続（たとえばイーサネット（登
録商標）、インターネットなど）、またはそれらの組み合わせを含み、短距離（たとえば
近距離無線通信）および長距離（たとえばＷｉＦｉや携帯電話網）の無線通信リンクを含
む。
【０１２２】
（追加例）
　本明細書に開示した技術を説明するための実例を以下に示す。本技術の一実施形態は、
以下に示す例の種々の組み合わせをも含む。
【０１２３】
　第１例では、虹彩生体認識モジュールは、基台と、前記基台に支持されたアイリス撮影
アセンブリと、前記基台に支持されるとともに前記アイリス撮影アセンブリと電気通信す
るプロセッサと、前記基台に支持されるとともに前記プロセッサにより読み取り可能な非
一時的な記憶媒体であって、前記プロセッサによって実行可能な複数の命令であって、自
機に：前記アイリス撮影アセンブリによって、自機から少なくとも約４５ｃｍ離れた領域
を含む捕捉区域で検出された被験体の目のアイリスの部分を少なくとも描出するアイリス
画像を撮影し；前記プロセッサによって、前記撮影したアイリス画像を示すデータと参照
アイリスデータとを比較し；前記プロセッサによって、前記撮影したアイリス画像を示す
前記データと前記参照アイリスデータとの前記比較結果にもとづいて、アイリス一致判定
結果を示す信号を出力する；動作をさせるための複数の命令を記憶した非一時的な記憶媒
体と、を含む。
【０１２４】
　第２例は第１例の主題を含むとともに、前記捕捉区域は、グランドプレーンから３フィ
ートから４フィートの範囲の垂直高さを有する領域を含む。第３例は、第１例または第２
例の主題を含むとともに、前記命令は、自機に、前記被験体が動いている間に前記アイリ
ス画像を撮影させ、このアイリス画像を示すデータと前記参照アイリスデータとを比較さ
せ、この比較にもとづいて、アイリス一致判定結果を示す信号を出力させるように実行可
能である。第４例は、第１－３例の主題を含むとともに、前記アイリス撮影アセンブリは
、狭視野撮影部を含み、前記命令は、前記被験体の目のアイリスに焦点をあわせるよう前
記挟視野撮影部を設定するように実行可能である。第５例は、第１－４例の主題を含むと
ともに、前記アイリス撮影アセンブリは、前記基台に対して枢動可能に接続され、前記命
令は、前記アイリス撮影アセンブリが基台に対して枢動させるように実行可能である。第
６例は、第５例の主題を含むとともに、前記アイリス撮影アセンブリは、広視野撮影部を
含み、前記命令は、前記広視野撮影部に、前記被験体の顔を検出させ、グランドプレーン
に対する前記被験体の前記顔の位置を推定させ、この推定した位置にもとづいて、前記ア
イリス撮影アセンブリの枢動量を決定させるように実行可能である。第７例は、第１－６
例の主題を含むとともに、前記アイリス撮影アセンブリは、照明部と撮影部とを含み、前
記命令は、焦点スイープ技術を用いて、前記照明部のパルス照明と前記撮影部のアイリス
画像撮影とを実質的に同期させるように実行可能である。
【０１２５】
　第８例では、虹彩生体認識モジュールは、基台と、前記基台に支持されたアイリス撮影
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サブシステムと、前記基台に支持されるとともに前記アイリス撮影サブシステムと電気通
信するプロセッサと、前記基台に支持されるとともに前記プロセッサにより読み取り可能
な非一時的な記憶媒体であって、前記プロセッサによって実行可能な複数の命令であって
、自機に：捕捉区域の被験体の目のアイリスの画像を撮影し；前記撮影したアイリス画像
を示すデータと参照アイリスデータとを比較し；アイリス一致判定結果を示す信号を出力
する；動作をさせるための複数の命令を記憶した非一時的な記憶媒体と、を含む。
【０１２６】
　第９例は第８例の主題を含むとともに、前記アイリス撮影サブシステムは、前記基台に
支持されたアイリス撮影アセンブリを含む。第１０例は、第９例の主題を含むとともに、
前記アイリス撮影アセンブリは、赤外アイリス照明アセンブリと、このアイリス照明アセ
ンブリに隣接する狭視野撮影部と、を含む。第１１例は第１０例の主題を含むとともに、
前記赤外アイリス照明アセンブリは、複数の赤外発光ダイオードを含む。第１２例は第１
１例の主題を含むとともに、前記赤外発光ダイオードと前記狭視野撮影部との間に配設さ
れたバッフル、をさらに含む。第１３例は第１２例の主題を含むとともに、前記赤外アイ
リス照明アセンブリの前記赤外発光ダイオードを覆うディフューザ、をさらに含む。第１
４例は第１０－１３例の主題を含むとともに、前記赤外アイリス照明アセンブリは、第１
の配置で配置された赤外発光ダイオードおよび第２の配置で配置された赤外発光ダイオー
ドを含み、前記狭視野撮影部は、前記第１の配置の発光ダイオードと前記第２の配置の発
光ダイオードの間に配設される。第１５例は第１０－１４例の主題を含むとともに、前記
アイリス撮影アセンブリは、前記狭視野撮影部に隣接する合図用照明部をさらに含む。第
１６例は第１０－１５例の主題を含むとともに、前記アイリス撮影アセンブリは、前記基
台に対して枢動可能に接続される。第１７例は第１６例の主題を含むとともに、前記アイ
リス撮影アセンブリに対して枢動可能に連結されたモータ、をさらに含む。第１８例は第
８－１７例の主題を含むとともに、前記アイリス撮影サブシステムは、前記基台に支持さ
れたアイリス撮影アセンブリと、前記基台に支持された顔撮影アセンブリと、を含む。第
１９例は第１８例の主題を含むとともに、前記顔撮影アセンブリは、赤外顔照明アセンブ
リと、前記赤外顔照明アセンブリに隣接する広視野撮影部と、を含む。第２０例は第１９
例の主題を含むとともに、前記赤外顔照明アセンブリは、凹形状の取り付け基台に支持さ
れた複数の赤外発光ダイオードを含む。第２１例は第１８－２０例の主題を含むとともに
、前記顔撮影アセンブリは、前記アイリス撮影アセンブリに隣接し、前記アイリス撮影ア
センブリは、前記基台に対して枢動可能に接続され、前記顔撮影アセンブリは、前記基台
に対して枢動不可に接続される。第２２例は第１８－２１例の主題を含むとともに、前記
顔撮影アセンブリおよび前記アイリス撮影アセンブリは、単一の撮影デバイスに構成され
る。
【０１２７】
　第２３例では、虹彩生体アクセス制御システムは、機械可読な１以上の非一時的な記憶
媒体と、この１以上の機械可読な非一時的な記憶媒体で具体化されたアイリス画像撮影モ
ジュールと、アイリス画像処理およびマッチングモジュールと、を含み、前記アイリス画
像撮影モジュールは、顔撮影部により、前記顔撮影部の視野によって少なくともその一部
が定義される捕捉区域内に存在する人の顔を検出し、前記捕捉区域内の前記人の顔が検出
されると、前記検出された人の顔のアイリスとアイリス撮影部のレンズとを位置合わせし
、前記アイリスを照明する照明部を駆動し、複数のデジタル画像を生成するよう前記アイ
リス撮影部を駆動し、前記アイリス画像処理およびマッチングモジュールは、マッチング
用に１以上の前記アイリス画像を選択し、前記選択したアイリス画像のそれぞれから利用
可能な部分を抽出し、前記選択したアイリス画像のそれぞれから抽出した部分と参照アイ
リス画像とを比較し、前記選択したアイリス画像から抽出した部分と前記参照アイリス画
像との比較結果に応じて、アクセス制御機構を動作させる。
【０１２８】
　第２４例は第２３例の主題を含むとともに、前記アイリス画像撮影モジュールは、モー
タを駆動することにより、前記検出された人の顔のアイリスとアイリス撮影部とを位置合
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わせする。第２５例は第２３例または第２４例の主題を含むとともに、前記アイリス画像
撮影モジュールは、前記アイリスの前記複数のデジタル画像を生成するよう、前記照明部
および前記アイリス撮影部を実質的に同期させて駆動する。
【０１２９】
　第２６例では、ドアロックアセンブリは、筐体と、前記筐体に支持されたドアロック機
構と、前記筐体に支持され、前記ドアロック機構と通信するアイリス生体認識モジュール
と、を含む。
【０１３０】
　第２７例は、第２６例の主題を含むとともに、前記筐体に結合されたカバーを含み、前
記カバーと前記筐体によって内部領域が定義され、前記アイリス生体認識モジュールは前
記内部領域に設けられる。第２８例は、第２７例の主題を含むとともに、前記カバーは、
前記アイリス生体認識モジュールに隣接する位置に窓を含み、前記窓は、席外交を透過す
る材料により形成される。第２９例は、第２６－２８例の主題を含むとともに、前記アイ
リス生体認識モジュールは電源を含み、アイリス撮影アセンブリと、このアイリス撮影ア
センブリと通信するアイリス撮影部制御モジュールと、は前記電源から電力を供給される
。第３０例は、第２９例の主題を含むとともに、枢動支持部と、前記枢動支持部と枢動可
能に連結された電気モータと、を含み、前記アイリス生体認識モジュールは、前記枢動支
持部により支持される。第３１例は、第２９例または第３０例の主題を含むとともに、前
記アイリス撮影アセンブリは、赤外照明部と、この赤外照明部に隣接する狭視野撮影部と
、を含む。第３２例は、第３１例の主題を含むとともに、前記アイリス撮影アセンブリは
、前記赤外照明部と前記狭視野撮影部との間に配設されたバッフルを含む。第３３例は、
第２９－３２例の主題を含むとともに、前記筐体に支持された顔撮影アセンブリ、をさら
に含み、前記顔撮影アセンブリは、広視野撮影部と、前記広視野撮影部に隣接する赤外照
明部とを含む。第３４例は、第２６例の主題を含むとともに、前記筐体に支持された電源
、をさらに含み、前記電源は、前記ドアロック機構および前記アイリス生体認識モジュー
ルと動作可能に接続される。第３５例は、第２６－３４例の主題を含むとともに、前記筐
体に支持されたハンドル、をさらに含み、前記ハンドルは、前記ドアロック機構に動作可
能に接続される。
【０１３１】
　第３６例は、ドアロックアセンブリにより実行される、アイリス生体認識に応じたドア
ロックの動作方法であって、被験体が前記ドアロックに近づいてくることを検出するステ
ップであって、前記被験体が前記ドアロックに近づいてくる間に、前記被験体の顔の位置
を決定するよう顔撮影アセンブリを動作させるステップと、複数のアイリス画像を撮影す
るようアイリス撮影アセンブリを動作させるステップであって、前記複数のアイリス画像
のそれぞれのアイリス画像は前記被験体の目のアイリスの部分を少なくとも描出したもの
であるステップと、前記複数のアイリス画像からアイリス画像を選択するステップと、前
記選択されたアイリス画像の少なくとも一部分と参照画像とを比較するステップと、を含
む前記被験体が前記ドアロックに近づいてくることを検出するステップと、前記選択され
たアイリス画像の少なくとも一部分と参照画像との比較結果に応じて前記ドアロックを動
作させるステップと、を含む。
【０１３２】
　第３７例は、第３６例の主題を含むとともに、前記顔撮影アセンブリを動作させるステ
ップは、前記顔撮影アセンブリの赤外照明部を動作させるステップと、前記顔撮影アセン
ブリの広視野撮影部を動作させるステップと、を含む。第３８例は、第３６例または第３
７例の主題を含むとともに、前記アイリス撮影アセンブリを動作させるステップは、前記
アイリス撮影アセンブリの複数の赤外照明部の動作と、前記アイリス撮影アセンブリのア
イリス撮影部の動作と、を連係させるステップである。第３９例は、第３８例の主題を含
むとともに、前記アイリス撮影部による焦点スイープ動作の実行ステップと、前記複数の
赤外照明部のパルス照明動作の実行ステップと、をほぼ同時に実行するステップをさらに
含む。第４０例は、第３６－３９例の主題を含むとともに、前記ドアロックから少なくと
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も約４５ｃｍ離れた範囲で前記被験体が検出されたことに応じて前記顔撮影アセンブリを
動作させるステップをさらに含む。
（全般的な考察）
【０１３３】
　上記説明では、本開示の理解の助けとすべく、多くの詳細な情報や例示、仮想シナリオ
について述べた。しかし、ここに開示された実施形態は、このような詳細な情報なしでも
実行しうる。また、これらの例示やシナリオは説明のために用いたものであって何らの限
定も意図していない。当業者であれば、特に実験をしなくても、上述の説明によって適当
な機能を実施可能である。
【０１３４】
　明細書中の「実施形態」等の文言は、実施形態が何らかの技術的特徴や構造、特性を含
んでも良いし含まなくても良いことを示している。これらの表現は、必ずしも同一の実施
形態を意味するものではない。さらに、技術的特徴や構造、特性が、ある実施形態に関連
付けられて説明されているときであっても、当業者であれば、特段の説明をせずともこれ
らの特徴等を他の実施形態にも適用するものと考える。
【０１３５】
　開示された実施形態は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアあるいはその任
意の組合せで実施されうる。また、実施形態は、１以上のプロセッサにより読み取りおよ
び実行が可能な機械可読の１以上の媒体を用いて記憶させた命令として実施されてもよい
。機械可読な媒体は、機械によって読み取り可能な形式で情報を記憶あるいは送信するも
のであればあらゆる機構を含みうる（たとえば、計算機や、計算機上で実現される１以上
の「仮想計算機」など）。たとえば、機械可読な媒体は、あらゆる適切な形式の揮発性メ
モリまたは不揮発性メモリを含む。
【０１３６】
　モジュール、データ構造、ブロックなどは、議論のしやすさのためにそういうものとし
て説明したに過ぎず、特別に詳細な実施方法が必要であると示唆するように意図したもの
ではない。たとえば、上述の説明で用いたモジュールやデータ構造は、組み合わせてもよ
いし、設計事項や実行時の要請に従ってデザインサブモジュールやサブプロセッサまたは
他のコンピュータコードやデータの単位に分割してもよい。図面では、記述の便宜上、構
成要素の特定の配置や順序を示してある。しかし、このような構成要素の特定の順序や配
置、手順の順序や処理の分け方などは、全ての実施形態において必要とされると示唆する
ことを意図したものではない。一般に、命令ブロックやモジュールを表すために用いられ
る概略的な構成要素は、あらゆる適切な形式の機械可読な命令によって実現されてもよい
し、このような命令はあらゆる適切な形式のプログラミング言語、ライブラリ、アプリケ
ーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）および／または他のソフトウェア開
発支援ツールやフレームワークを用いて実現されてもよい。同様に、データや情報を表す
ために用いられる概略的な構成要素は、あらゆる適切な形式の電子配列やデータ構造を用
いて実現されてもよい。さらに、構成要素間の接続、関係、結合は、説明がわかりにくく
ならないように、簡略化され、あるいは省略されうる。本開示は、例示であって何らの制
限の意図はなく、また本開示の精神の範囲内にある全ての変更や変形の保護が望まれる。
【符号の説明】
【０１３７】
１４１２、１５００　ドアロックアセンブリ
１４１４、１５１４、２０１０　虹彩生体認識モジュール
１６２６　アイリス撮影アセンブリ
１６２８　顔撮影アセンブリ
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